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EDI Education Development Index 教育開発指数 
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El Salvador's Education with Community 
Participation Program 

エルサルバドルの地域参加型教育プログ

ラム 

EFA Education for All 万人のための教育 
GMR Global Monitoring Report グローバルモニタリングレポート 

GNI Gross National Income 国民総所得 

JNNE Japan NGO Network for Education 教育協力ＮＧＯネットワーク 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

PRSP Poverty Reduction Strategy Papers 貧困削減戦略文書 
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Southern Africa Consortium for Monitoring 
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教育の質調査のための南部アフリカ諸国

連合 

SSA Savra Shiksha Abhiyan 無償義務教育プログラム 

TICAD 
Tokyo International Conference on Africa’s 
Development 

アフリカ開発会議 
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１． シンポジウムの概略 

 
（１） 目的 

開発途上国のすべての人々に基礎的な教育機会を保障する「万人のための教育（Education for 
All：EFA）」の実現に向けて、日本をはじめとする国際社会は、様々な国際的支援を行っている。

今年発表された「EFA Global Monitoring Report（GMR）2009 年版」に基づいて、2015 年までの目

標達成の進捗及び課題を検討し、日本の教育分野の支援のあり方について、「ガバナンス」を切

り口に広く関係者間で意見交換を行う。併せて、日本の基礎教育協力の広報を目的として、本セ

ミナーを開催する。 
 

（２） 主催・共催 

主催：国際協力機構（JICA）、教育協力 NGO ネットワーク（JNNE） 
共催：ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)  
後援：外務省、文部科学省 
 

（３） 日時・場所 

日時：2009 年 3 月 14 日（土） 
場所：JICA 研究所 国際会議場 
 

（４） プログラム案 

テーマ： 『教育格差の克服～EFA グローバルモニタリングレポートシンポジウム 2009～』 
 
13:30－13:40 開会挨拶 

独立行政法人国際協力機構 人間開発部 部長 西脇英隆 

第１部 EFA の進捗 
13:40－14:40 基調講演「中間年におけるEFAの進捗と国際社会に求められること」 

ユスフ・サイード氏 
元EFAグローバルモニタリングレポートチーム上級政策分析官、 
グローバルモニタリングレポート2009の主要な原稿執筆者、 
サセックス大学上級講師、南アフリカ人間科学研究委員会上級特別研究員 

14:40－14:55 休 憩 
第２部 日本の EFA への取り組み 
14:55－16:55 パネルディスカッション 
   モデレーター 西村幹子氏 神戸大学大学院国際協力研究科准教授 
 
   事例発表    ニジェール「みんなの学校」プロジェクト 

    JICA 国際協力客員専門員 原雅裕氏 
インド「子どもにやさしい村」プロジェクト 

   特定非営利活動法人 ACE 国際協力事業担当 成田由香子氏 
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   【パネリスト（順不同・敬称略）】 
○ 特定非営利活動法人 Action against Child Exploitation（ACE） 

国際協力事業担当  成田由香子氏 
○ JICA 国際協力客員専門員（教育）  原雅裕氏 
○ コメンテーター 元 EFA グローバルモニタリングレポートチーム上級 

政策分析官、サセックス大学上級講師 ユスフ・サイード氏 
○ モデレーター 神戸大学大学院准教授 西村幹子氏 

 
16:55－17:00 閉会挨拶 
         教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）代表 片山信彦 
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２． 開催挨拶 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

人間開発部部長 西脇秀雄 

 

 本日は「EFA グローバルモニタリングレポート 2009」の公開シンポジウムに、このように沢山

の方々に足を運んでいただき、大変ありがとうございます。雨と風の中、しかも一部交通機関が

乱れているにもかかわらず、このようにたくさんの方々にお集まりいただきまして、本当にあり

がとうございます。この中には、1 月下旬に開かれた授業研究のシンポジウムに出席していただい

た方もいるかと思います。その日も実は雨と交通機関の乱れというものがありました。前回もそ

ういう状況にもかかわらず、今日と同じように沢山の方々に足を運んでいただいております。や

はり教育関係についての皆様のご関心が非常に高いということの表れだと思います。 
 開催に当たりまして、主催者の 1 つである JICA を代表し、簡単にごあいさつさせていただきた

いと思います。今回のシンポジウムを開くに至った背景にある、トピックの幾つかに触れたいと

考えております。 
 まずその１つとして、国際社会が教育普及にどのように取り組んでいるのかということが挙げ

られるかと思います。皆様ご存じのとおり開発途上国における教育の普及のために、国際社会は

さまざまな努力を続けています。 
 その共通目標の 1 つというのは、今回のシンポジウムのテーマの１つにあります、「Education for 
All（万人のための教育）」を目指して 2000 年に取り決められたダカール行動枠組み。この行動枠

組みに基づくということは、皆様もご存じのとおりだと思います。またミレニアム開発目標

（Millennium Development Goals: MDGs）におきましても、初等教育の完全普及というものが目標

の 1 つに掲げられています。 
 もう１つ背景として挙げられるのが、我が国の政府が昨年開催しましたアフリカ開発会議

（Tokyo International Conference on Africa’s Development）TICAD IV、それから G8 かと思います。

TICAD IV の開催に先立つ昨年 4 月、当時の高村外務大臣が「万人のための教育－自立と成長を支

える人材育成のために」と称した政策演説をされました。その中で我が国は、地域社会が学校運

営に参画する方式である「みんなの学校」モデルを、我々がやり始めたニジェールはもとより、

周辺各国に広め、今後 5 年間で 1 万校の学校運営を改善し、結果として 100 万人以上の生徒がよ

い環境で学べることを目標とするといったことを表明されました。この取り組みについては、昨

年 5 月、政策演説の 1 ヵ月後の TICAD IV の横浜行動計画の中にも盛り込まれております。 
 もう 1 つ挙げさせていただくとすると、これは手前みそになってしまうのですが、私ども JICA
が昨年 10 月、国際協力銀行（JBIC）の有償資金協力部分と合併しまして、新しい JICA になった

ということが挙げられるかと思います。新 JICA では、これまで別々の機関で実施していた技術協

力、それから有償資金協力、無償資金協力という 3 つの援助手法を一体的に運用できることにな

りました。この一体的な運用により、開発途上国の人々のニーズに、よりきめ細やかな対応をす

る協力の実現や、国際社会への更なる発信が求められております。このような動きを背景としま

して、今回のシンポジウムを開催させていただく運びとなりました。 
 セミナーのタイトルにもなっている「グローバルモニタリングレポート」は、EFA の世界的な

進捗状況を確認するものです。私ども JICA では、昨年に引き続きこのレポートの概要の日本語版
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を、今回のセミナーの主催機関の 1 つであります JNNE（教育協力 NGO ネットワーク）並びに共

催者の ACCU（財団法人ユネスコ・アジア文化センター）の皆さんとともに作成いたしました。

本日の配付資料として皆様のお手元にお配りしていると思います。本日はこの「グローバルモニ

タリングレポート」を執筆しましたチームの一員として、ユスフ・サイード氏より基調講演をし

ていただくほか、関係者の皆様にさまざまな立場からコメントや意見を頂戴したいと考えており

ます。 
 ここで JICA の基礎教育の支援について、簡単に触れさせていただければと思います。基礎教育

分野におきましては就学率を向上させつつ、同時に質を向上させるということが重要になってお

ります。つまりアクセスの拡大と質の改善は、車の両輪といえると思います。さらに、これらの

車の両輪をうまく走らせるためには教育行政や学校のマネジメント、スクールガバナンスの改善

が重要な課題の 1 つとなっています。 
 教育の現場である学校においては、校長や教員、コミュニティの学校運営の参画が子どもたち

の就学や、授業の質を左右する鍵となっています。このような参画を促すことにより、教育の質

を向上させるとともに、就学促進を目指す試みが JICA の取り組みの中で増えております。 
 私自身、先月、アフリカの国々を訪問して、この取り組みを実際に見る機会がありました。日

本から派遣されている人々が、現地の人たちに非常に密に溶け込んでいるという様子をこの目で

見る機会がありました。そこまで溶け込むに至るまでは、非常な試行錯誤があったものだと思い

ます。実はこの試行錯誤こそが、我々が行っている技術協力の醍醐味であります。第二部におき

ましてはインド、それとニジェールでの事例を通しまして、この醍醐味とともに学校運営改善、

スクールガバナンスに関しての議論が深まることを期待しております。 
 本日のセミナーに当たりましては、遠方よりユスフ・サイード氏にご参加いただいたのを初め、

シンポジウム全体の方向性についてご示唆をいただいた神戸大学の西村幹子先生、事例発表をい

ただく ACE の成田由香子さん、また GMR レポート日本語翻訳版作成に当たり監修いただいた、

お茶の水女子大学の浜野隆先生、垂見裕子先生など、多くの方々に協力を承りました。この場を

お借りしまして厚くお礼申し上げます。 
 最後になりますが、このシンポジウムがご来場の皆様にとって有意義なものとなりますことを

祈念しまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。 
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３． 第一部 EFA の進捗 

基調講演 

「中間年における EFAの進捗と国際社会に求められること」 
EFA グローバルモニタリングレポート 2009 チームシニア政策分析官 

ユスフ・サイード 
 

お招きいただきまして嬉しく思っておりま

す。グローバルモニタリングレポートチームを

代表いたしまして、主催者、共催者、関係者の

皆様に感謝申し上げます。とりわけ国際協力機

構、教育協力 NGO ネットワーク、ユネスコ・

アジア文化センターに感謝申し上げます。また

ご後援いただいた外務省、文科省にも感謝いた

します。 
 このシンポジウムは GMR にとりまして大変

重要なイベントです。GMR チームにとっても

当然価値があるものですが、GMR チームが

EFA に関して語り合い、理解したことを共有す

ることが大事だと理解しております。重要だと

思っているからこそ 3 回目の来日をしており

まして、この関係が長く続くことを期待してお

ります。 
 また、今年も概要版の日本語訳ができたこと

を大変嬉しく感謝しております。このレポート

は私どもにとって大変重要なものです。なぜ重

要かと言いますと、ダカールの行動枠組みの中

の 1 つの重要な柱は、教育ガバナンスを強化し、

改善することだからです。グローバルに、そし

てそれぞれの国においても強化、改革をするこ

とです。 
 最初に簡単に EFA の進捗状況をご紹介しま

す。これは文脈として、背景としてご紹介し、

その後詳しく、ガバナンスの部分についてのレ

ポートを紹介します。ガバナンス改革アジェン

ダのテーマで何が上手くいき、何が変革を生む

ことができるのか、現在どのような段階にある

のか、どのような戦略がとられているのかにつ

いてお話しします。最後に、まとめとして幾つ

かの課題を紹介し、国際援助の制度ならびに教

育援助の構造についての課題を申し上げます。

時間は短いですけれども、本日話すことができ

ない豊富な情報がフルレポートには書かれて

いますので、フルレポートをお読みになりたく

なるような情報を提供したいと思います。 
（スライド A-2） 

 時間切れになるといけませんので大事なメ

ッセージを先に言っておきます。本質的には、

2009 年のレポートでは 2008 年の 10 年のアセ

スメントで述べられたことと同じ内容が繰り

返されています。EFA 目標の達成状況は目標に

よりまちまちではあったにせよ、大きな進捗が

あったということです。しかし、2015 年まで

に達成を目指している主要な目標は達成でき

ない見込みです。時間はどんどんなくなりつつ

あります。 
 この点を強調するために申し上げるのです

が、例えば、2015 年までにすべての子どもが

質の良い、少なくとも 5、6 年間の教育を修了

するためには、今年あるいは遅くとも来年には、

すべての子どもが小学校に入学していなけれ

ばならないのです。この目標の達成は、間に合

わないという緊迫感があります。 
 また EFA の観点から考えると、ガバナンス

改革において政府は十分に格差に取り組むこ

とができていません。これは発信しにくいメッ

セージですが、改革の努力において格差がもっ

と注目されなければいけません。 
 さらに心配なことがあります。とりわけ財政

危機が全世界で起こっているので一段と心配

なのですけれども、教育援助額が停滞していま

す。教育に関する過去のコミットメントを守っ

ていないドナーもあります。したがって、緊急
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性の観点から、また、財政危機という状況も鑑

み、コミットメントを守ることが重要であるこ

とを訴える必要があります。 
(スライド A-3) 

 「EFA グローバルモニタリングレポート」を

お読みの方はお気づきになりますように、教育

開発指数（Education Development Index: EDI）
を使用しています。このインデックスは、計測

可能な主要な EFA 目標の進捗状況を確認する

ための数字です。 
 2006 年の EDI は 129 の国のデータがありま

すが、29 カ国が最もゴールから離れておりま

す。44 カ国が目標達成途中の段階にあり、こ

れから何をするか次第で、間に合うかもしれな

いし、間に合わないかもしれません。56 の国

だけが達成した、もしくは、間もなくすべての

ゴールを達成する段階にあります。これだけを

見ましても、いかに緊急性が高いかが明確にご

理解いただけるかと思います。 
(スライド A-4) 

 このスライドは、単に一定の進歩をしている

ということを示しています。しかし、5 歳未満

の児童のうち 3人に 1人はいまだに栄養不良児

なのです。そして全世界で 7,500 万人の子ども

たちが学校に行くことができておりません。 
 成人の識字についてはほとんど進歩がない

か、全く進歩しておりません。GMR には長年

つき合ってまいりましたけれども、全く変わら

ないようです。成人の識字率は上がるどころか、

下がっているような印象が個人的にはありま

す。 
 また、多くの国において、ジェンダー平等を

初等教育、中等教育で実現することができてお

りません。ご承知のように教育の質の問題が残

っております。教員の数、教員の動機づけにつ

いても十分な取り組みが行われておりません。 
(スライド A-5) 

 このグラフは将来の見通しを示しています。

不就学、学校に行っていない子どもたちの数の

予測です。2006 年から 2015 年までの間に、不

就学児を就学させることにおいて、どの国が進

捗し、どの国が進捗していないかを示していま

す。ここでわかるのは、学校に行っていない子

どもたちの半数はサハラ以南に集中している

ことです。また女子のほうが男子に比べて、一

度も学校に行ったことがない割合が高いので

す。まだまだジェンダーの格差が学校に関して

は大きく残っています。 
 もう 1 つ注目すべき点は、ナイジェリア、パ

キスタンといった人口の多い国です。この 2 ヵ

国だけで全世界の不就学の子どもの 3 分の１

を占めています。つまりそれは、就学状況を大

きく改善させるためには人口が多い国、すなわ

ちナイジェリア、パキスタン、インドを重視し

なければいけないことを示しています。 
(スライド A-6) 

 次に一般的に EFA と MDGs（国連ミレニア

ム開発目標）はどういう位置づけにあるのかに

ついてお話しします。ポイントは以下のとおり

です。確かに、一部の人は教育を受けておりま

す。それでも世界的に、また各国の中でも格差

が残っており、そこには 3 つの格差があります。 
 第一が、世界的な格差です。世界で最も豊か

な国と、貧しい国との間の格差です。どちらか

と言えば、成長と貧困に関する格差は、富裕国

と貧しい国の間で拡大しつつあります。 
第二が、富の格差です。国の中でも格差があ

ることを忘れてはなりません。ライフスタイル、

所得、教育の機会を考えてみると、富裕家庭と

貧困家庭の間には大きな格差があります。富裕

家庭の子どもは、貧困家庭の子どもよりも就学

する可能性が 5 倍も高くなっており、しかもす

べての教育レベルで修了する確率が高いので

す。 
 第三に、教育の質の格差もあります。多くの

子どもたちは、読み書き、計算ができないまま

学校に行かなくなる場合が多いのです。例えば

「教育の質調査のための南部アフリカ諸国連合

（ Southern and Eastern Africa Consortium for 
Monitoring Educational Quality: SACMEQ）」が示
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す南部アフリカ諸国の経過によると、多くの子

どもたちは基本的な読み書きの能力がなく、か

つ十分に計算もできない状態にあることがわ

かっております。 
(スライド A-7) 

 次に、本日の話の中心であるガバナンスにつ

いてお話しします。我々にとって重要なことは、

ガバナンスを語る際に公平性と結びつけるこ

とです。ガバナンス自体が問題ではありません。

ガバナンスを良くすることで、その結果、格差

の縮小につながるのかどうか、公平性の向上に

つながるのかどうか、また、どのようなガバナ

ンスを行えば格差を解消することができるの

かが重要です。 
 良くないガバナンスの意味は自明で、皆さん

わかるかと思います。ガバナンスに問題がある

と、とりわけ子どもにとって、学校に行くこと

ができない、行き続けられない、あるいは修了

することができないといった深刻な影響があ

ります。 
 ところが、良いガバナンスには多くのメリッ

トがあります。質の良い教育を提供するために

は、教育制度における良いガバナンスが必要で

す。良いガバナンスとは、透明性の保証、説明

責任の強化、すべての市民に対する平等な機会

の提供、そして何よりも重要なことは一般市民

の声を聞き、参加を高めることです。 
 そこで、このレポートが問いかけているのは、

教育制度における良いガバナンスによって、

EFA 目標がどの程度まで達成できるかについ

てです。特に、最も疎外され、最も不利な立場

にいる子どもたちに対して、ガバナンスはどこ

まで役立つことができるかを問いかけており

ます。 
（スライド A-8） 

 レポートは良いガバナンスへの改革のため

の 4 つのトレンドを示しています。もちろんこ

れですべてとは考えておりませんが、世界的に

これらの 4 項目は非常に重要であると考えら

れています。 

 第 一 の ト レ ン ド は 、 地 方 分 権

（Decentralization）です。とりわけ中央政府か

ら地方自治体等へ権限を移譲することに関す

る問いかけです。どの程度まで教育における地

方分権化、また一般的な地方分権を行うと公平

性を高めることができるのか。あるいは逆に、

不平等を悪化させる恐れがあるのかどうか。 
 二つ目のトレンドとして、先進国であれ途上

国であれ、ほとんどの国で見られるのが、権限

と意思決定権を学校自身と保護者に移譲

（Devolution）することです。学校運営委員会、

あるいは学校運営理事会等という形で学校と

親に権限を移譲しているのです。レポートは学

校レベルに権限を移譲することによって教育

の質が高くなるのかどうか、より平等になるの

かどうかを問いかけています。 
 三つ目として、このような改革はそもそも選

択を拡大し、教育における競争を導入すること

を意図したものでしたが、それによって公平性

が改善されたのかどうか。参加を高めることに

なったのかどうか、という問いかけです。 
 最後は、教員の弾力的な採用と金銭的なイン

センティブの供与というトレンドが増えてお

りますが、これによって公平性が高まっている

のかという問いです。 
これらに問いに対する答えを簡単に言うと、

限定的なイエスです。言い換えますと、レポー

トは、これらのトレンドによって公平性が促進

されるのかどうかについてはまだ懐疑的です。

よい結果が出ている一方、まだまだ反省をしな

ければならない政策があったことも示してい

ます。 
（スライド A-9） 

 まず、最初の改革セットについてご説明しま

す。地方分権化と権限移譲です。すべての例を

紹介することができませんので一部だけ選択

してご紹介いたしますが、レポートの中にはよ

り豊富なデータがあります。 
 まず財政的な地方分権化についてです。私た

ちが教育における財政的な地方分権化の試み
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を調査したところ、地方自治体が権限を与えら

れて税収等の調達を任され、その歳入を教育に

配分する権利を与えられたときの結果はまち

まちでした。 
 例えば先ほど申しましたように、学校に行っ

ていない子どもが世界一多いナイジェリアで

は、連邦政府の資金が平等に分配されておりま

せん。端的にいえば、ナイジェリアの豊かな州

のほうが貧しい州に比べてより多くの教育予

算を得ています。カーヌ州は教育予算配分が少

ないこともあり、学校に行っていない子どもが

一番多い州なのです。 
 対照的にベトナムと南アフリカの中央政府

は各州、地方に予算を分配するときに、貧しい

地域を優先していました。 
 従いまして、重要な教訓として、財政面の地

方分権化を行った場合、公平性を悪化させる場

合もありますが、この課題を乗り越えることは

可能なのです。政府が大変強い役割を発揮し、

国レベルの財政の再分配において役割を発揮

すれば上手くいくのです。言い換えれば、ベト

ナムと南アフリカでは政府が非常に積極的な

措置を取っておりまして、より豊かな地域が貧

しいところよりも多くの分配を受けないよう

に中央政府が努力をしているために分権化が

良い効果をもたらしたのです。 
 具体的には、南アフリカでは、インター・プ

ロビンシャル・インデックス、州間指数が設定

されており、豊かな州にはより少なく、貧しい

州にはより多くの教育予算を投入しています。

中央政府がこのようなコミットメントを持っ

ているのであれば、地方分権化を促進したほう

が平等に繋がります。 
自律的学校運営（School-based Management）

についての研究結果は、全般的にいいまして、

結果は必ずしも学習達成度を高めるわけでは

ないことがわかりました。ホンジュラスでは、

学習達成度は変わりませんでした。しかし、エ

ルサルバドルの地域参加型教育プログラム(El 
Salvador's Education with Community Participation 

Program: EDUCO)の学校では、学習達成度が向

上したようでした。 
 そこでこれらから得られる教訓ですが、もし

も自律的学校運営によって教育の質を向上さ

せ、且つ、より公平性を向上させたいと考える

のであれば、政府がより積極的な役割を果たす

必要があります。まず地域住民の能力を高めて、

積極的に学校運営に参加ができる知識と力を

つける必要があります。そのためには政府が役

割を果たし、それを可能とする環境をコミュニ

ティに作る必要があります。特に、教育の場か

ら疎外されている両親が積極的な役割を果た

すことができるような環境をつくる必要があ

ります。 
 私どもが学校運営委員会を調べたところ、伝

統的に中所得層の、発言力があり、自信をもっ

ている人たち、すなわちエリートが、学校運営

委員会を動かしているのです。公平性の改善の

ためのガバナンス改革を目指すのであれば、よ

り脆弱な立場にある人たちのエンパワーメン

トが必要です。学校運営委員会はエリートに支

配されてはなりません。 
 個人的に南アフリカで多くお仕事をさせて

いただいた経験から、南アフリカでもこの点が

重要であることがわかっています。南アフリカ

の 2 万 7,000 もの学校運営組織のうち、富裕・

中所得層の地域の学校運営組織は、貧しい地域

のそれよりも、政策立案においてより大きな発

言権を持っています。そして貧しい地域にある

半数以上の運営組織は機能していません。従っ

て、選挙も行えないでいます。 
（スライド A-10） 

 ガバナンス改革の 2 番のセットは、選択と競

争の拡大です。政府はいくつかの方法でこれに

取り組むことができます。1 つのやり方は、教

育の民営化です。別の方法は、選択肢の拡大で、

子どもたちをどこで勉強させるかということ

について親に選択肢を与えることです。アメリ

カとチリの例をみてみましょう。どちらの国で

も親の選択肢は増えています。しかし、一番い
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い選択ができる人たちは中流階級の人たちで

した。一番選択肢の少ない人びとは貧困層、疎

外されている層でした。それは子どもの学力お

よび公平性に対して懐疑的あるいはおそらく

負の影響を与えています。 
 一方、スウェーデンの良いモデルもあります。

スウェーデンでは、政府は私立学校の存在を認

めており、私立学校は公的な資金を受けていま

す。そして、それは保護者の選択肢の１つとな

っています。ただ問題は、このモデルは普及で

きないという点です。スウェーデンのすべての

市町村に私立学校があるわけではありません。

私立学校を有することができる傾向にあるの

は豊かな市町村です。私たちは授業料の安い私

立学校も検証しました。このような学校は増加

しています。特に政府が教育を十分に提供して

いないような地域でよく見られました。それは

すなわち、教育の民営化が、地域の必要性によ

り授業料の安い私立学校が出現するという形

で見られたということです。しかし、これは教

育の需要に対する答えではなく、政府の失敗の

反映だと思います。政府が教育の選択肢を提供

していないために、子どもたちを安い私立学校

に行かせるわけです。つまり、親には他の選択

肢がないのです。子どもに教育を受けさせない

か、あるいは安い私立学校に行かせるか、この

二つの選択しかないわけです。 
 ここから得られた教訓は、選択と競争は国家

の失敗に対する万能薬でもないし、社会の公平

性に対する処方箋でもないということです。ま

た、別の教訓は、公共サービス部門が破綻して

いる政府の課題は、それを直すことであり、学

校の民営化を進めることではありません。私立

学校の台頭が政府の失敗を反映している場合

は特にそうです。究極的には、親には公的な質

の良い教育をどこでも選べる権利が与えられ

なければならず、民間部門に任せてはなりませ

ん。一般的にこのような改革、特に先進国でみ

られる改革を青写真とするべきではありませ

ん。先進国は途上国の実情を分析せず、またそ

れぞれの途上国の文脈に合わせずにそのまま

輸出してはいけません。 
(スライド A-11) 

 教員の採用と教員に対する財政的なインセ

ンティブという 2 つの面について私たちは検

証しました。まず契約教員という問題を見まし

た。多くの政府が契約教員という制度を取り始

めています。例えば以前の報告書でも今年の報

告書でも集計しましたが、西アフリカの一部の

国では教員の 50％が何らかの形態の契約教員

で、公務員としての立場にある教員ではありま

せん。契約教員は必ずしも悪いことではありま

せん。教員不足に対応することができます。ま

た最も教員が必要とされている場所に赴任さ

せることができます。契約教員は地元社会から

採用され、学校にとどまる傾向があります。し

かし、それは教育の質と持続可能性に対する効

果がどの程度あるかという論拠にはなりませ

ん。問題は、長期的に教育制度が大多数の契約

教員をもったまま持続可能なのか、あるいは西

アフリカ諸国のように長期的に契約教員を公

務員としての雇用条件に統合していくかどう

かということだと思います。 
 成果主義に基づく給与に関する問題ですが、

多くの国では実験的に教員への給与を区別し

ています。例えばチリ、メキシコ、ケニアです。

メキシコやチリでは学習到達度の高い生徒が

多い場合、学校は追加的な予算を受けることが

でき、より多くの給与を教員は得られるという

制度があります。 
 しかし、そうすると、悪い面として、学校は

元々優秀な生徒を選ぶようになり、成績の悪い

生徒は入学させないようになります。裕福な家

族の、よく学習できる子どもはいい学校に行け、

貧しい家庭の子どもは貧しい学校にしか行け

なくなります。例えば南アフリカでは政府が実

施する試験の合格率が 50％を下回った学校は、

政府資金が得られなくなり、閉鎖されるという

政策を導入しました。この政策の導入１年目に

学校がやったことは、前の年の 11 年生で不合
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格した人たちは全部排除して、合格した人だけ

を 12 年生に進学させました。このような問題

があったわけです。 
 成果に基づいた給与というのは大事かもし

れません。しかし、これにともなう教育の質と

公平性に対する悪影響も忘れてはなりません。

ここで得られる教訓は、教員の採用と配置の制

度を改善し、地域格差が生じないようにしなけ

ればならないこと、教員の意欲の低さの根本的

な原因に対応するインセンティブを導入しな

ければならないことです。最終的には、なぜ教

員のモチベーションが低いのか、なぜ厳しい地

域で良い教員を雇うことが難しいのかという

問題を考えなければいけません。 
 これは途上国だけで起きている現象ではあ

りません。その 1 つの例が英国です。英国で教

員にとって最も厳しい学校は、ロンドン市内の

「荒れた」と言われている、問題のある学校で

す。これらの学校には質の悪い契約教員がいま

す。最も勉強しなければいけない児童がいる学

校には、正規教員がいないか質の悪い教員しか

いないわけです。一方、質の良い教員の必要性

の少ない中流階級の地域にある学校には、良い

教員が集まるという問題があります。 
(スライド A-12) 

 なぜガバナンス改革が公平性の面でこれほ

ど悪い結果をもたらしたのかというと、公平性

が教育改革のアジェンダの一部とされていな

かったからです。公平性との関連を無視して一

般論としてガバナンスの議論をしていたため

です。ですから、ガバナンス改革においては、

常に中心的な要素として公平性に焦点を置か

なくてはいけないと思います。さらに、教育を

貧困削減戦略に統合させなければなりません。 
 この報告書の中では、すべての貧困削減戦略

を検討しました。第 1 世代と第 2 世代の貧困削

減 戦 略 文 書 （ Poverty Reduction Strategy 
Papers: PRSP）をすべて見ました。ご存じの方

もおられると思いますが、第１世代は最初の 5
年間のことでありますが、多くの国では第 2 世

代の PRSP に入っています。私たちは第 1 と第

2 世代の PRSP を調べ、どの程度、EFA 目標を

カバーしているか、また、公平性をどこまでカ

バーしているかについて検証しました。第 1 世

代、第 2 世代の PRSP はともに EFA 目標とのつ

ながりが弱いということがわかりました。また

公平性に関する目標の設定が不十分であるこ

とがわかりました。例えば、いくつかの PRSP
では、疎外されている子どもたちに関する教育

目標が設定されていませんでした。 
 また教育とより広範なガバナンス改革の間

に十分な繋がりがありません。国全体レベルの

ガバナンスシステムの改革を行う際に、教育が

考慮されていません。ですから途上国において

ガバナンス構造を改革するにあたっては、教育

にもっと焦点を当てなければいけないと私た

ちは考えます。 
 また政策や戦略が分野横断的に十分に統合

されていません。例えば多くの国では条件付き

あるいは無条件の補助金が交付されています

が、補助金プログラムが教育戦略にリンクされ

ていません。その一方で、ラテンアメリカで成

功している社会保護プログラムの例もありま

す。有名なのがメキシコの Oportunidades とい

うプログラムです。これは輸出の良い例だと思

いますけれども、メキシコからニューヨーク市

に輸出され、ニューヨーク市は実験的にこのプ

ログラムを導入しています。これは包括的な社

会保護政策で、教育と住宅と雇用が統合されて

います。教育全体を改善するためにはこの種の

戦略がもっと必要だと思います。 
ここから得られる教訓は、教育をもっと幅広

い戦略と統合しなければいけないということ

です。貧困や不平等を解決するための全体的な

戦略として統合しなければなりません。そのた

めの重要な出発点は、貧困削減戦略文書です。

それは多くの国が PRSPを持っているからです。

PRSP では、教育と公平性に強く焦点を当て、

明確に目標を設定することが必要であると思

います。 
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（スライド A-13） 
 公平性のためのガバナンスについての結論

に移ります。教育における良きガバナンスとは、

政府による強い役割を保証することです。政府

は中心的な役割を果たし、不公平をなくし、

EFA のための改革を実施します。そうでないと

EFA の約束は実現できません。良きガバナンス

の重要な要素は政府の強い役割です。明確な政

府の役割が必要です。政府は公平性を実現する

上で主要な役割を果たさなければなりません。

また、良きガバナンスは説明責任を果たし、参

加を促進し、教育における不平等をなくすもの

でなければなりません。これを実現するために

は、疎外されている人々が教育についてより強

い発言力をもつようにならなければなりませ

ん。そうでないと政府は豊かな人々や恩恵を既

に享受している人たちの利益を優先すること

になります。 
 現在のガバナンス改革の問題の 1 つは、公平

性に十分に注目していないことです。その結果

しばしば実際に悪い結果がもたらされていま

す。従いまして、ガバナンスの改革は、公平性

により強くフォーカスしなければなりません。

公平さ、平等さにフォーカスした明確なターゲ

ットや目標を設定しなければなりません。そし

て、目標の達成をどうやって実施するかを考え

なければなりません。教育をより幅広い貧困削

減政策に統合しなければなりません。貧困削減

のための改革は、社会における教育の不平等さ

を削減することである点に注目する必要があ

ります。特に貧しい人々、労働する子ども、弱

い立場にある子どもや孤児などに注目しなけ

ればなりません。 
(スライド A-14) 

 最後に援助のガバナンスについてお話しし

ます。私はこのトピックに関心をもっており、

レポートの議論をご紹介します。スライドが示

すように、基本的に援助のコミットメントは世

界的に不足しています。つまりドナー国は、

2010 年のグレンイーグルスサミットでの約束

額からはるかに不足した額しか提供できてい

ません。この約束を 2010 年までに満たすため

にはあと 300 億ドルの援助額の増加が必要で

す。2006 年の基礎教育援助額は 51 億米ドルで

した。これは 2004 年と同じ水準です。このう

ち低所得国向けの基礎教育援助額は 38 億ドル

です。しかしながら EFA 目標達成には年間 110
億ドル必要なので、70 億ドルが不足していま

す。70 億ドルという額は、最近各国政府が財

政システムを保護するために投入した額に比

べれば、非常に少ない額です。GMR チームは

ウェブサイトに「財政危機と援助」についての

スライドを載せているのですが、財政危機に政

府が投じた金額と比べて EFA のために必要な

援助ははるかに少ない金額です。ファスト・ト

ラック・イニシアティブは危機にさらされてい

ます。2010 年までに 22 億ドルの資金不足に陥

る可能性がありますのでファスト・トラック・

イニシアティブを推進するための更なる努力

が必要です。 
（スライド A-15） 

 ドナーによる低所所得国向けの基礎教育援

助への配分はまちまちです。グラフは教育援助

総額と低所得国向けの基礎教育援助額に分か

れていますが、ドナー国間に大きな乖離がみら

れます。基礎教育援助額が教育援助全体額に近

い国もあれば、ドイツやフランス、日本のよう

に基礎教育への配分が少ない国もあります。 
（スライド A-16） 

 日本の援助額は先進国が合意している国民

総所得（Gross National Income: GNI）の 0.7％目

標を大きく下回っています。日本は教育分野へ

の主要なドナー国です。しかしながら基礎教育

への優先度は相対的に低くなっています。 
(スライド A-17) 

 次に援助の質、いわゆるパリ宣言のアジェン

ダについて話をしたいと思います。援助は金額

が重要であるだけではなく、使われた資金の質

が重要だからです。改善は見られるのですが進

展はまちまちです。まずプロジェクトからプロ
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グラムへのシフトがみられます。援助がプロジ

ェクトよりプログラムへ多く拠出されている

ということです。2005 年の 33％から 2006 年に

は 54％までプログラム援助額は増えました。

これは、より多くの援助がプロジェクトではな

く直接政府による支出に対して使われるよう

になってきたということです。 
 途上国のオーナーシップも援助の質につい

てのもう 1 つの指標です。オーナーシップにつ

いても国によって異なります。インドとモザン

ビークの比較を例にとりますが、インド政府は

ドナー国と非常に強い関係を持っています。イ

ンドは援助についての意思決定において運転

席にいると言えます。一方、モザンビークは、

政府が考える課題をドナーに対してあまり主

張しておらず、受身的であると言えます。 
 次に援助を途上国の優先課題と整合させる

ことと援助の予測可能性を高めることについ

てですが、良い例もあるのですが、まだ途上国

の制度を通じて援助を行うことに後ろ向きな

ドナーもいます。たとえばモンゴルは強固な公

共財政管理制度を有していますが、国の制度を

通じて援助額はわずか 17％です。つまりモン

ゴルへの援助額の 83％はモンゴル政府が管理

しておらず、ドナー国が直接管理しています。

これは我々にとっての懸念です。 
 ドナー機関の間の協調は多少改善が見られ、

非効率な援助は減りつつあります。たとえばエ

チオピアへの 2007 年のミッションの半分以上

が合同で行われました。ところで、援助協調の

指標の 1 つが、ドナーが途上国にミッションを

派遣する際、各ドナーが単独で行う代わりに合

同で行うこととされています。一方、2007 年

にニジェールに派遣された 600 ものドナーミ

ッションのうち合同で行われたのは 100 以下

でした。つまり 500 以上のドナーミッション

は、各ドナーがばらばらに行いました。ニジェ

ールは余りご存じないかもしれませんが、非常

に小さな国でこの国の政府が 500 もの異なる

ミッションを受け入れる取引費用を想像して

みてください。2005 年に 18 ヵ国の途上国政府

は、基礎教育分野のみについて 12 のドナーと

対応しなければなりませんでした。これはこれ

ら 18ヵ国の政府は 12の異なる報告書を作成し

なければならなかったということを意味しま

す。12 の異なる説明責任システム、異なるモ

ニタリングシステム、異なる報告システムに対

応しなければならないということです。 
(スライド A-18) 

 では、最後に政策についての提案を申し上げ

ます。ガバナンスのみならず EFA 目標全体に

ついて申し上げたいことは、まずは公平性に真

剣に取り組むべきであるということです。そし

て強固でモニター可能な、達成可能な格差解消

目標の設定を早急な課題として取り組まなけ

ればなりません。また、教育計画と貧困削減戦

略の連携を強化する必要があります。EFA の目

標の実現を、公平性を伴う財政によって支える

必要があります。さらに、教育の質の確保にも

引き続きコミットする必要があります。教育に

おける選択と競争の限界を認識すべきであり、

特に公平性に関してこの点は重要です。2005
年のグレンイーグルスでの公約を今果たさな

ければなりません。なぜなら今すぐに行う必要

があるからです。本日お話できなかったことは

GMR にすべて掲載されていますのでご覧くだ

さい。 
ご清聴ありがとうございました。 
 

○司会者  ユスフ・サイード様、どうもあり

がとうございます。 
 それでは、ただ今より会場の皆様からご質問

をお受けしたいと思います。係の者がマイクを

お持ちいたしますので、ご質問のある方は挙手

をお願いいたします。またご質問に際しまして

は、お差し支えなければご所属とお名前をおっ

しゃっていただきますよう、よろしくお願いい

たします。どなたか、いかがですか。 
●質問者  大変おもしろいお話をしていた

だきまして、ありがとうございました。 
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 最初のほうを見ることができなかったので

すが、オカモトサトコと申します。システム科

学コンサルタンツで ODA コンサルタントを務

めております。ドナーのコーディネーションに

ついて質問があります。ぜひご意見を教えてく

ださい。 
 私もフィールドで仕事をしておりまして、ド

ナーのコーディネーションがいつも難しい点

で苦労しております。いつもミーティングを行

いますけれども、どのようにすれば上手くコー

ディネートができるのかわかりません。どのよ

うにすれば調和のとれた効率的な形で協力が

できるか。努力はしておりますけれども、良く

わからないのです。 
ミッションはそれぞれ異なっております。各

国のプロジェクトで、とにかく教育現場では、

どの団体も異なるミッションをもって活動し

ております。 
 もしも政府が余り権限をもっていない、ある

いはドナーコーディネーションに国が自立性

を発揮ができない場合には、どのようにして効

率的なコーディネーションを各団体間ででき

るのでしょうか。お願いいたします。 
○ユスフ・サイード  ドナー間の調整をよく

するための出発点は、あなたがおっしゃったよ

うに、途上国政府が主体的に意見を述べるよう

になることです。それが根本的な出発点です。

政府が運転席に座らなければならないのです。

このことを前提にして、ドナーは単純な方法で

協力ができるのです。１つの方法として、多く

の国でドナー調整作業会合がありますが、これ

は重要なメカニズムです。調整会合にはすべて

のドナーが参加をしていることが重要です。一

部のドナー、たとえばユニセフ、ユネスコ、世

界銀行という多国間ドナーだけであってはい

けないのです。すべてのドナーが参加する調整

作業部会を活用すると、効率性を高めることが

できます。 
 もう 1 つの効率性を高める方法があります。

それは単純な方法で、援助資金が直接政府を経

由するようにすることです。直接ドナーや下部

機関、下請機関が実施するのではなく政府を通

すことです。政府が直接資金を受け取りますと、

政府自身がドナー調整を効果的に行うことが

できる可能性が高くなります。別の方法は、提

案しておりますようにミッションの数を絞り、

共同で政府への訪問を行うことです。 
 より単純な方法として報告を調和化するこ

とがあげられます。政府に課す義務、責任を絞

ることです。ドナー側が途上国に求める報告や

義務を調和させて、負担を軽減することができ

れば、より良くなると思います。 
 
○司会者  他に、いかがでしょうか。ご質問

は日本語でも大丈夫ですので。 
●質問者  サイード先生、ありがとうござい

ます。神戸大学の西村と申します。 
 1 つ、質問があります。お話の中に今のガバ

ナンスの改革はエクイティー、つまり、公平さ

に十分に注目していないとありましたが、確か

にそのとおりです。また、そういった不平等の

問題は十分に、真剣に考えなければいけないと

いうことでありますが、ガバナンスの改革とい

うのはなぜ公平さに十分に注目しないのでし

ょうか。といいますのは、クオリティーと違っ

てエクイティーの問題というのは、技術的な問

題というよりも非常に政治的な問題だと思い

ます。これはどの基準に基づいて、どのような

グループにもっと注目すべきかという判断を

含むからです。ですから、エクイティーを重視

すると一部のグループはほかのグループに対

して力を失うことになるかもしれません。した

がって、政治的な緊張関係がエクイティーの問

題にはあります。 
 そこでご質問ですけれども、どうやってエク

イティーの問題を真剣に考えることができる

のでしょうか。世界の指導者として、どうやっ

て真剣に取り組むことができるのでしょうか。 
○ユスフ・サイード  おっしゃるとおりだと

思います。私たちは、なぜ公平性は重視されな
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いのかについて考えてきましたが、はっきりと

した答えはないと思います。 
 第一の答えは、単に大勢の子どもたちを学校

に行かせることだけが余りにも注目されてい

たためだと思います。ですから公平性は十分念

頭に入ってこなかったのだと思います。 
 第二の理由は、おっしゃるとおり公平性の問

題は究極的には社会の価値に関わることなの

で、政府が何を重要視しているのかという点と

関係があります。そこで政府ははっきりとした

立場や価値観を持っていなければなりません。

貧しい人たちを重視したり、あるグループを優

先したりといった意識的な政治的な選択が必

要だと思います。例えば政府が明確に政治的に

公平性にコミットした国は成功を収め、そうで

ない国はあまり成功してこなかったと言える

でしょう。 
 では、いかに公平性について真剣に考えるこ

とができるのでしょうか。単純な回答はないと

思いますが、もっとはっきり提言する必要があ

ると考えられるのは、政府がガバナンス改革の

中で、より積極的な役割を果たさなければなら

ないという点です。政府の地方分権化の推進、

もしくは私立学校という選択肢を増やすこと、

いずれにしましても、はっきりとしたポジショ

ンが必要です。政府に規制されておらず、管理

されていない民間部門の成長は、公平性に対し

て悪影響を及ぼすという意見もあると思いま

す。従って、一部は政府が責任をとることが必

要になります。地方分権を進めると同時に単に

学校をコミュニティに任せるだけではなく、学

校は十分に能力を持つこと、コミュニティがエ

ンパワーされていることが大切だと思います。

その中で政府は大きな役割を果たさなければ

ならないのです。出発点は、恐らくどのような

開発計画が国の中でしっかりとできているか

ということだと思います。そして、計画の中で

どれだけ公平性の問題に焦点が置かれている

かだと思います。 
 

○司会者  お願いします。 
●質問者  プレゼンテーション、ありがとう

ございました。ACE のシロキと申します。 
 今の質問にちょっと関連しているのですけ

れども、私もエクイティーというところが気に

なりまして、最後のポリシーレコメンデーショ

ンのところで、ターゲットをセットする、格差

をなくしていくためのターゲットを設定する

ということが書いてあるのですけれども、具体

的にどういったターゲットになるのかという

のを教えていただきたいのです。 
 あともう 1 つなのですが、その次に書いてあ

るレコメンデーションの中に、教育と貧困削減

をリンクさせていくというところがありまし

た。具体的にそういった政策レベルで連携をし

ている事例などがありましたら、教えていただ

けるとありがたいです。よろしくお願いします。 
○ユスフ・サイード  最初の質問ですが、世

界レベルの数値目標があるべきとは思いませ

ん。これらは具体的で国の文脈に根ざしたもの

であるべきだと思います。その上で申し上げた

いことは、今求められるのは純就学率を１年間

で 10％改善するということではなく、どのグ

ループの就学率を向上させることを目指すの

かが大切だということです。例えばジェンダー

平等についての目標を掲げる際、障害を持つ子

ども、労働する子ども、孤児といった形で具体

的にターゲットを設定するのです。就学率を

10％改善する、学費を 10％下げるといった目

標の対象を明確にすることです。 
 二つ目は、すでに触れましたが、もう少し詳

しく申し上げます。貧困削減計画と教育の統合

の例としては多くの国で行われている児童手

当があげられます。児童福祉手当を教育開発の

目標として挙げる方が、便益ははるかに大きい

のです。具体例として上手くいかない方策との

比較をあげましょう。メキシコと南アフリカの

例です。一定の貧困ライン未満の家族は児童福

祉手当を受けられるのですが、この手当の支給

に子どもの就学が条件とされていない場合が
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あります。また手当の金額が小さすぎて教育費

用が賄えない場合もあります。南アフリカの例

では、児童福祉手当に教育の要素が組み込まれ

ているため、より多くの子ども、特に困難な状

況にある子どもが学校へ行けるようになる可

能性が高いでしょう。また先ほどお話したメキ

シコからニューヨークに輸出された社会保護

プログラムには、教育やその他の社会保護の側

面が含まれています。これらの補助金も統合ア

プローチの例なのです。 
 
○司会者  他にいかがですか。 

●質問者  サセックス大学の博士課程の興

津と申します。プレゼンテーション、どうもあ

りがとうございました。 
 2 点あるのですけれども、1 点は、途上国に

限らず日本も含む先進国でガバナンスの改善

といったときにとられる政策として、プレゼン

テーションの中にもありましたが、1 つは教育

の民営化、それから学校選択制を導入するとい

う新自由主義的な政策。もう 1 つは学校行政、

特にスクール・ガバニング・ボディの設立など

を通して直接的に、その地域の住民や、また保

護者が学校の行政に参加するという 2 つのあ

り方が促進されてきていると思うのですけれ

ども、もし、こう言った政策の流れが不可避で

あるとするならば、その 2 つの政策の矛盾を途

上国政府はどのように解決していけば良いの

でしょうか。学校選択制を容認することで、一

部の学校選択をできる親というのは地域から

いなくなってしまう、私立校を選んでしまうと

いうことは往々に起きておりますし、また教師

自身も、自分の子どもたちを地域の学校ではな

く別の地域の私立校に通わせる。そういった場

合に、学校に対する住民の集団的な要求が弱ま

ってしまうのではないか、共同体が弱まってし

まうのではないかという懸念があるのですけ

れども、その辺の矛盾をどのように解決してい

ったらいいと思われますか。 
 もう 1 つが、プレゼンテーションの中で特に

貧しかったり、社会的な底辺にいたりする保護

者や地域住民のエンパワーメントに、国家が役

割を果たすことが重要だというお話があった

のですけれども、私はそれだけでは不十分で、

特に貧しい地域で働く教師たちに対する物質

面、それから財政面、精神面での支援が非常に

重要だと思っています。そもそも教員たちは、

学校教育への需要が必ずしも高くない地域で

働かなければならない。親はそもそも学校に子

どもをやらないといった状況がある中で、住民

のエンパワーメントだけを強調しても、学校の

先生たちのモチベーションも低くなってしま

うということがあると思うので、その辺のバラ

ンスをとっていくことも重要だと思いますが、

どのようにお考えになりますか。 
 すみません、長くなりました。 
○ユスフ・サイード  大変大事なコメントを

ありがとうございました。ある意味でレポート

に書いてあることをおっしゃってくださった

と言えるほど賛同いたします。地域コミュニテ

ィだけをエンパワーすれば良いわけではあり

ません。教員のエンパワーメントも必要です。

おっしゃったとおりで、遠隔地で働くための環

境整備をしなければそもそも優れた先生が教

えに来てくれません。教員にとって遠隔地で働

くことが難しいことがよくあります。なぜなら

労働条件が悪いからです。住宅がない等々厳し

いわけです。先生方も大変です。何らかの方法

で厳しいところで教えたいと思う気持ち、動機

づけが必要で、最も優秀な先生に来てもらうた

めにはいくつかの戦略が必要です。 
 最初のポイントは、ガバナンスの問題であり、

途上国のみならず英国のような先進国の問題

でもあります。例えばバングラデシュは、アジ

アにおいて教育水準は最も低いかもしれませ

ん。しかし、実際はデータが不足しているので

す。ここは大事なポイントだと思うのです。集

団ごとに分解されたデータがないのです。アジ

アとひっくるめた数字はあるかもしれません

けれども、最も疎外された人たちについては分
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かっていないのです。どの政府もきちんと捉え

ておりません。努力はしているかもしれません

し、大体の就学率は言うことができるかもしれ

ないですけれども、これを分解して、例えばグ

ループごとの数字を尋ねると政府は把握して

いないのです。 
 途上国にとって、このようなトレンドをいか

に回避ができるか、あるいは過去の先進国の経

験からどのような教訓を得ることができるか

は重要です。確かな教訓は得られています。そ

の中の１つは、政府は大きな役割を持っていま

すが、だからといって政府が常に国民のために

動くかどうかは保証がありません。もしも民主

的な政権であれば国民のために働くのです。ガ

バナンス改革では情報の公開、透明性の保証、

国民に対する説明責任の履行を行うことがで

きる政府を作っていく必要があります。 
 ある意味ではこれは研究者にとっても有益

です。途上国に移転する前に研究者がこのよう

な効果を分析し、調べてみることは重要です。

そのような経験を共有することがより良い結

果につながっていくと思います。 
 
○司会者  あと、もうお一方だけ、ご質問を

お受けできるかと思います。いかがでしょうか。 

●質問者  質問というより、意見としていわ

せていただきます。 

 今日はガバナンスが主題になりまして、うか

がっていて、ほとんどのことが同意できるので

すが、ただ、できたら、このガバナンスの議論

は 5 年ぐらい前にやっていただきたかった。レ

ポートでいうと、2005 年ぐらいにやっていた

だいたらもっと良かったのではないかなと。つ

まりあと 5 年というところから、あと 10 年あ

る時点で。ジョムティエン会議でも、ダカール

会議でも、実はガバナンスの問題は余り議論さ

れていなかったのです。どういう体制でやるの

かという議論です。ただ何となく一般的な理解

としては、世銀などが提唱したように新自由主

義的な、いわゆる小さな政府、民間活力、コス

トシェアリングというような、今日お話しした

のと別のフィロソフィーがベースにあって、行

われていた。それが、残念ながら 15 年ぐらい

続いてしまったということで、今この段階にな

って完全に否定はされなかったけれども、疑義

を呈されたわけです。これは万能薬ではないと

いうことで、正にそうであって、私なんかは、

もっと早くやっていただければよかったかな

と思っています。結論に関しましては、全面的

に賛同いたします。 
 私、国立教育政策研究所の斉藤と申します。 
○ユスフ・サイード  私が申し上げられるこ

とは今のコメントに賛成だということだけで

す。ただ、遅過ぎるということは決してないと

思います。ガバナンスの問題がアジェンダには

っきりと載ったこと、公平性を重視することで、

考えるチャンスが与えられたわけです。今後も

ガバナンスについての議論、公平性についての

議論を行うことで物事は早く進むと思います。

私個人は、EFA 達成に向けて 2 つの重要なチャ

レンジがあると思います。1 つが質の問題で、

もう 1 つが公平性の問題です。どちらにおいて

もガバナンスが重要な役割を果たしています。

今後進むに当たって、どうやってガバナンスが

公平性を改善できるのか、また教育の質を上げ

ることに貢献できるのかということを考えて

いくことが、重要なチャレンジだと思います。

ありがとうございました。 
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４． 第二部 日本の EFA への取り組み 

パネルディスカッション 

モデレーター： 神戸大学大学院国際協力研究科准教授 西村幹子 

事例発表： JICA 国際協力客員専門員 原雅裕 

                特定非営利活動法人 ACE 成田由香子 

コメンテーター： EFA グローバルモニタリングレポート 2009 チーム ユスフ・サイード 
 

○司会者  皆様、お待たせいたしました。準

備も整いましたので、ただ今から第 2 部を始め

たいと思います。既に壇上にはパネリストの皆

様にご登場いただきましたので、ご紹介をさせ

ていただきます。 
 舞台に向かって左から、本日のパネルディス

カッションのモデレーターである神戸大学大

学院国際協力研究科、西村幹子先生。その左お

隣が、ユネスコグローバルモニタリングチーム、

ユスフ・サイード様。JICA 国際協力客員専門

員、原雅裕様。特定非営利活動法人 ACE、成

田由香子様。 
 それでは、パネルディスカッションを開始い

たします。ここからの進行は、西村先生にお願

いいたします。西村先生、よろしくお願いいた

します。 
 
○モデレーター（西村）  どうもありがとう

ございます。第 2 部におきましてはパネリスト

の皆さん、そして会場の皆さんとぜひ活発な議

論をさせていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 皆さんのプレゼンテーションに先立ちまし

て、私から第 2 部で論点となるだろうと思われ

ることを幾つか整理しておりますので、まずそ

ちらのほうを 10 分弱程度で説明させていただ

きます。 
 まず、ガバナンスとは何か。これは皆さん同

じ言葉を使っていても実は違う意味であった

りするのですが、今回の「グローバルモニタリ

ングレポート 2009」によりますと、ガバナン

スというのは、まず地域のニーズに即して、訓

練され、やる気を持った教師がおり、十分な資

金が保証された学校への子どもたちのアクセ

スの保障に関する課題。つまり教育セクターに

おいて非常に核となる部分であるということ。

それから全レベルでの教育制度の意思決定に

おける、権力の配分にかかわる問題であるとい

うように示されております。 
 より具体的に言いますと、ガバナンスという

のは、まず誰が政策を決めているのか。それか

ら、社会の中でどのように資源が配分されるの

か。そして、どのように政府が説明責任を果た

すのかというようなイシューに関係していま

す。 
 では何が問題なのかということですが、今回

の「グローバルモニタリングレポート」の副題

にもある課題としては、なぜガバナンスが重要

かとあるのですが、私からみると、なぜガバナ

ンスが重要かについては皆さん比較的容易に

理解できるし、合意できるのだと思うのです。 
 より重要なのは、どのように、あるいはどの

ような形態において実際にガバナンスが機能

するのか。特に、教育の質向上や公平性の強化

という意味において機能するのかということ

だと思います。今回、「グローバルモニタリン

グレポート」でもいわれていますが、こういっ

たイシューを語るにはガバナンスがどうのこ

うのというよりは、それぞれの国、あるいは地

域の文脈に沿って話すこと。政府と言っても、

いろいろな形態があります。学校の組織も、た

くさんの形態があります。そういったことに配

慮して議論することが必要。それからガバナン

スを形成するというのは非常に複雑な過程な
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ので、そのプロセスを丁寧に追うことが必要と

考えています。 
 今回、第 2 部ではガバナンスの中でも特にス

クールガバナンスに焦点を決めました。その理

由は 3 つあります。 
 1 つ目に、まず今、スクールガバナンスが非

常に注目されています。特に教育の質を上げる

こと、それから公平性を確保するという意味で

注目されています。ところが、実際の実証研究

というのはまだまだ不十分で、本当にそうだと

言っている論文と、そうではないと言っている

論文が半数ぐらい存在するのです。ですから、

これはまだ議論が不足しているところです。 
 2 点目に、こういったディスカッションをす

るためには、コンテキストに沿って具体的な事

例を検証していく必要がある。今回、たまたま

非常にいいプロジェクトを 2 つ発表していた

だきますので、ぜひその中で丁寧に、コンテキ

ストによるディスカッションができるのでは

ないかという点。 
 3 点目に、第 2 部は日本の援助ということで

すから、日本の援助の特徴としては能力開発、

現場主義。あるいは、「点」でやった協力をス

ケールアップしていくということがあります

ので、まさにスクールガバナンスというのは現

場で最も大切。あるいは技術協力に適している

ところがあるということで、事例として取り上

げられると考えています。 
 ですから、第 2 部においては、特に教育の質

の向上と公平性の強化のために、どのようなプ

ロセスでスクールガバナンスを構築できるの

かということについて、事例を交えて皆さんと

一緒に考える場にしたいと思います。 
 2 つ、事例があります。1 つは JICA、ニジェ

ールにおける「みんなの学校」プロジェクト。

これは自律的学校運営の事例です。もう 1 つは、

ACB-BBA による「子どもにやさしい村」プロ

ジェクト。これは公共セクターと NGO のパー

トナーシップによるスクールガバナンスとい

うことで、2 つ、種類は違うのですけれども、

随分重なった視点が出てくると思いますので、

議論が楽しみです。 
 具体的なプレゼンに入る前に、今まで国際的

に議論されているポイントには、どういうこと

があるのかということを簡単に整理します。自

律的学校運営、スクール・ベースド・マネジメ

ントといわれているものです。それからコミュ

ニティ参加というのは非常にはやっているの

です。なぜはやっているかというと、幾つかの

仮定、アサンプションがあります。 
 まず教育の質に関しては、親の発言力を上げ、

学校運営の参加を強めることによって、教育サ

ービスを提供する側にインセンティブが生ま

れる、そして、サービスがより効率的になると

いうアサンプション。2 番目に、意思決定のレ

ベルをより人々に近づけることによって、より

現場のニーズに対応するようなシステムが形

成されるという視点があります。 
 公平性についてはどうかというと、自律的学

校運営やコミュニティ参加を強めることによ

って意思決定権を学校に移譲し、その参加が容

易になり、強化されるということ。それから、

そういったマネジメントのもとでは貧しい世

帯がより強く、効果的に発言することができる

ようになるのではないかという仮定がありま

す。 
 ところが、こういった仮定に対して反論もた

くさんあるのです。まず教育の質に対する効果

ですけれども、マネジメントの教育の質への効

果というのは、本当に測れるのだろうかという

視点があります。手法が限られている、例えば

モデルとなる学校というのは、実は元々持って

いた素質があって――自己選択バイアスと言

うのですけれども、それがあるから、そういう

結果が出ているのではないかとか、また教育の

質を上げるには他の改革要因が影響していて、

必ずしもスクールガバナンスの改善だけでは

ないのではないかといった問題があります。2
点目に、自治権を拡大することが即学校の中で

の教授法の改善、つまり教育の質の改善につな
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がらないのではないかといった疑義が呈され

ています。 
 公平性についても、同様に反論があります。

その中で 2 つ挙げていますが、参加と一言でい

っても、異なる集団が住民や学校関係者の中に

はいる。いろいろなグループがいる中で、代表

性が考慮されていないことが多い。ある集団の

声が反映されない。あるいは、ある集団の声だ

けが反映されるといったことが起きているの

ではないかということ。それからスクールガバ

ナンスで、よく形式的な参加の構造がみられる。

学校運営委員会もそうですけれども、実は住民

の知識や経験の不足、あるいは自信がないとい

ったことのために、具体的には教育の質の改善

には結びついていないのではないかというこ

とです。 
 これは少し蛇足ですけれども、神戸大学で文

部科学省さんの支援を受けてやっています共

同研究がありまして、その中から幾つかわかっ

たことをシェアさせていただきます。 
 これはケニア、ウガンダ、マラウイ、ガーナ

の 4 ヵ国で事例研究をしたものなのですが、ま

ず親やコミュニティメンバーというのは、実は

教育政策について余り知らない。それから学校

の教育の質についても、限られた知識しか持っ

ていないということがありました。非常に質の

悪いというか、教師も来ないような学校で親に

インタビューをすると「教育の質はいい」と答

えたり、非常に矛盾があるということがありま

した。2 番目に、政策がトップダウンで実施さ

れたり、関連するステークホルダーたちへの相

談が不十分である場合に、かえって親が消極的

な姿勢をとることがあるということ。そういっ

た意味では、単に親の参加を促進しようといっ

ても、参加の意味というのが認識されていなけ

れば親の消極的な姿勢は変わらない。つまり参

加や住民といったときに、何を意味するのかと

いうことを深く掘り下げていかないと、ガバナ

ンスというのは形式的なもので終わってしま

うということです。 

 このようなことを言ってまいりましたが、今

日、皆さんと議論したり、あるいはプレゼンタ

ーの皆さんに特に焦点を当ててご発表いただ

くのは、以下の 3 つの論点です。 
 第一に、どのような環境、あるいは条件のも

とにおいて学校レベルにおける参加は促進さ

れるのか。また、そういった参加が教育の質を

向上させることができるのか。 
 第二に、それでは、どのようなメカニズムが

スクールガバナンスへの参加における代表性

と公平性を保証できるのか。代表性というのは、

住民や学校でいろいろなグループがいる。それ

らいろいろなグループの人たちが本当にすべ

て代表されているのかということです。 
 第三に、より良いスクールガバナンスがつく

られていく過程、プロセスとはどういうものな

のだろうかということで、今日はアフリカのニ

ジェールとアジアのインドから、事例を交えて

ご発表をいただきたいと思います。 
 以上です。ありがとうございます。 
 
     （DVD 上映） 
 
【事例発表】  ニジェール「みんなの学校」プ

ロジェクト JICA 国際協力客員専門員 原雅裕 

  
○原  こんにちは、原です。ビデオの中で紹

介されていた、少し若い私もしゃべっていたの

ですけれども、「みんなの学校」プロジェクト

のチームアドバイザーを 4 年半ほど務めてい

たという関係で、今日ここでお話しすることに

なりました。 
 今日はプロジェクトの紹介というよりも、前

のプレゼンテーションで西村先生が最後に問

われた住民参加と教育の質の向上の関係とか、

スクールガバナンスの問いについて、「みんな

の学校」プロジェクトを実例として答えを模索

してみたいと考えております。プロジェクトの

説明は非常に簡単なものになりますので、ホー

ムページ等をご覧になって詳しい情報をご参
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照ください。 
（パワーポイント） 

（PPT C-2） まず、一応、ニジェールの説明

をさせていただきます。ニジェールは地図の右

端のほうにあります。西アフリカの国で、非常

に乾燥していて暑い国です。40 度とか 50 度に

なります。作物ができる地域は全国の 20％で、

生活するのには非常に厳しい状態の国です。 
（PPT C-3）1960 年にフランスから独立して、

面積は日本の 3.4 倍、人口は東京都よりちょっ

と多いぐらいです。人口増加率も 3.3％と非常

に高いです。１人当たりのGNIは 270ドルと、

世界でも最も貧しい国の 1 つです。主要産業が

農業で、鉱業ではウラニウム等がとれます。 
（PPT C-4）こういう厳しい、開発の遅れた国

の教育開発の状況はどのようなものでしょう

か。それは、やはり非常に遅れていて、遅れて

いる内容を見ても、教育機会の普及度、教育の

質の改善度、教育における公平度、いずれも大

きな問題があります。 
（PPT C-5） このような問題を解決するため

に、教育ドナーとニジェール政府が話し合って、

2003 年から教育開発 10 ヵ年計画を実施してい

ます。その柱となっているのが、教育機会、教

育の質の改善と、3 つ目の柱として教育分野の

運営の改善というのがあります。最後の柱であ

る運営の改善のために推進されるのが地方分

権化政策です。具体的には中央から学校、学校

運営委員会（Comité de Gestion des Établissements 
Scolaires : COGES）への運営に関する権限を移

譲するという政策で、地域社会と国のコストシ

ェアリングによる持続的教育開発、学校を基盤

としたマネジメントによる教育効率の改善、そ

して学校運営への住民参加、学校への信頼の回

復ということを目的としています。 
（PPT C-6） COGES はどういうものなのかと

いうことを、ここで少しご説明します。真ん中

が学校運営委員会です。右側に保護者会、コミ

ュニティ、校長、教員、児童。これらの代表が

学校運営委員会を構成するわけです。ここに行

政が運営に関する権限の移譲を行う。例えば教

科書の管理とか、先生の管理とか、あるいは教

育運営費の管理とか、そういう権限を移譲する

ことによって学校運営の効率化とか、学校運営

の住民参加促進を図ろうという意図があった

訳です。2002 年ぐらいから学校運営委員会が

設置され始めたのですけれども、全く成果が出

なかったのです。要するに、学校運営の効率化

も学校運営への住民参加も起こらなかったの

です。 
（PPT C-7） そこで、ニジェール政府が日本

に技術支援を要請して始まったのが「みんなの

学校」プロジェクト、正式名称が「ニジェール

国住民参画型学校運営改善計画」といいます。

これは 2004 年 1 月に始まって、フェーズ 1、
フェーズ 2 とあるのですけれども、5 年間、ま

だ続いております。対象校も 20 校から始まっ

て、今はニジェール全土の全小学校に広がって

います。 
 プロジェクト目標を一言でいいますと、機能

していなかった COGES を、機能させるモデル

を作るということです。第 1 フェーズでモデル

を作って、それを全国普及するのが第 2 フェー

ズというように要約できます。 
（PPT C-8） これからが大事なところです。

2004 年１月にプロジェクトが始まった時に、

私もニジェールに既に赴任していましたが、ニ

ジェールの村がどういう状態なのかというの

を見て回ったり、ベースラインサーベイを行っ

たりしました。 
 そのとき、まず驚いたのはドナーとか教育省

で言っているのとは裏腹に、住民は教育に対し

て非常に興味を持っているということでした。

自分たちの子どもの将来が良くなることを期

待して、子どもに対して何らかの教育を与えた

いと考えているということが分かったのです。

住民は教育に期待しているわけですから、学校

の状況を、興味を持って見ています。そうやっ

て見ると、学校の状況というのは、先生がいな

い、休みがち、ストライキなどがありますし、
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教科書がない、備品がないとい酷い状況です。

それで、住民、保護者は学校に不信感を持って

しまって、あまり子どもを送らなくなっている。

ここで、本当は保護者会がコミュニティと学校

の両者をつなぐ役目をしなければいけない。両

方の要望を伝えたり、問題点を伝えたりする役

目を演じなければいけない。ただ、これが機能

していなかった。そのため、両方の間に壁がで

きて、さっき私もビデオの中で言っていました

けれども、心理的に非常に遠い存在になってし

まった。 
（PPT C-9） そんな状況の中、プロジェクト

が始まりました。まず、プロジェクトでは、こ

の状況をどうすればいいか考えました。考え付

いたのが、学校運営委員会を住民と学校を繋ぐ

組織にすれば、学校運営に対する住民のニーズ

が学校に伝わり、それが学校運営に反映され、

授業が行われるようになり、そうすれば、保護

者が喜んで貢献したり、それから子どもたちが

学校に通ったりするようになるのではないか

という仮説です。この仮説を証明するためには、

学校運営委員会を機能させなければなりませ

ん。 
 しかし、学校運営委員会は実際には機能して

いません。この問題を理解するために、学校委

員会の前にすでに存在していた、保護者会がな

ぜ機能していなかったのかということを分析

したのです。 
 さっきの保護者会のところで、おじいさんの

絵が入っていたのですけれども、このおじいさ

んというのは、村長さんとか、宗教指導者とか、

村の有力者を象徴しています。これらの人が、

保護者会の役員を自動的に独占していたので

す。別にその人たちが悪いわけではないです。

ただし、例えばその役職はどういう資質の人が

必要なのか、あるいはどういう役割を演じなけ

ればいけないのかということとは関係なく、そ

ういう役職を彼らが占めているわけです。しか

も、全体として保護者会がどういう役割を果た

せばいいのかということを分かっていなかっ

た。そういう組織には住民は信頼を寄せないし、

自分たちの意見を代表する組織であるとも思

いません。つまり、組織が固定的で、透明性が

なかった。だから、組織の透明性をつくり出せ

ば、学校運営委員会は機能するかもしれない。

透明性をつくり出せことに成功すれば、あと能

力強化、あるいはリーダーシップが生まれるこ

とも難しくないだろうとプロジェクトは考え

たわけです。そして、 
（PPT C-10）この透明性を生み出し、さらに機

能性を生み出すために投入したのが以下の 3
つの要素です。 
 これはミニマムパッケージと呼ぶのですけ

れども、保護者会、COGES 委員選出のための

民主選挙。学校活動計画の策定、実施、評価。

そして、その 2 つの要素が生み出したものを維

持、発展させるためのモニタリングシステムの

3 つなのです。 
（PPT C-11）まず選挙ですけれども、反対とか

逸話がいろいろあってお話ししたいのですが、

それを話していると本当に時間がなくなって

しまうので割愛します。一言で言えば投票によ

る選挙です。 
（PPT C-12） 要点だけお話しさせていただき

ます。この選挙は基本的に村民すべて、教育に

関心のある人すべてを巻き込んだ選挙です。だ

から、女性グループも、マイノリティーグルー

プも、青年グループも、すべて含んでいます。

この選挙によって代表制が確保される可能性

が強くなりました。 
 もう 1 つは、選挙をするときに各役職の役割

や必要な資質を説明した後、選挙を行うのです。

例えば、会計にはもちろん読み書き、そろばん

が必要です。あるいはプレジデントには包容力

があったり、指導力があったり、公平であった

り、自分がみんなのために尽くすというような

精神を持った人がなるべきです。 そういう選

ばれる人の資質や条件を事前に説明して選挙

をする。それによってちゃんと会計ができる人

が会計に、リーダーシップもった人が委員長に
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選ばれる可能性が高くなった。 
（PPT C-13） もう 1 つ、重要な要素に、学校

活動計画の策定、実施のプロセスがあります。

学校活動計画といっても、このアクションプラ

ンという名前にだまされてはいけません。計画

能力をつけているだけではありません。スライ

ド上「学校の問題分析」の下に小さな写真があ

って、大きな木の下に人々がたくさんいます。

これは住民集会なのです。住民集会で、学校の

問題をみんなで話し合うのです。みんなで解決

策を考えて、プライオリティーづけまでします。

このステップは、問題分析だけではなく、住民

すべてが、目的とか戦略の共有をするという役

割があります。次のステップでは、住民集会で

話し合われたことを、学校運営委員が計画に流

し込む。そして、次ぎのステップで、さらにも

う一回、住民総会を開いて活動の承認をする。

これには意思の統一みたいな役割があって、そ

の後、学校活動計画の実施をします。みんなが

お金を出したり、労働力を出し合ったりして協

働でします。その後に自己評価をします。これ

は、みんなで成果を共有して、問題点があれば

問題分析、新しい活動計画に生かすというステ

ップです。学校運営委員がすべての活動にファ

シリテーターとか、実施主体として参加してい

ます。 
（PPT C-14） この学校活動計画の特徴ですが、

戦略とか、情報とか、それから目的とか評価を

共有している点です。みんなで共有している。

だから、アカウンタビリティが非常に高い。こ

れらのプロセスが、高い住民参加を生んでいる

1 つの原因だということがいえます。 
（PPT C-15） モニタリングについてはご説明

する時間がないのですが、この 3 つの要素をつ

くることによって、今ご説明した機能する

COGES ができた。ではその後、その機能する

COGES によって何が生み出されるのか。もち

ろん住民参加が促進されるのです。先生と住民

がいろいろな場面で情報を共有したり、話し合

ったりするようになります。だから、コミュニ

ティと学校の関係は改善します。実際に、学校

活動計画の中で実施された活動によって教育

機会や質が向上するのです。さらに、コミュニ

ティまで活性化する。そのようなインパクトが

出ています。 
（PPT C-16） 実際に現場でどういうことが起

こったのかをお話します。学校において保護者、

住民が自らの財源、資源を使って、学校の環境

改善を行うようになりました。各学校で学校活

動計画が実施されています。これは 2006 年の

タウア州の 1,300 校の実績です。1 学校当たり

の平均動員額は 20 万Ｆcfa、約 5 万 円程度で

す。ニジェールの村にとってはすごい額です。

また新入生入学率、就学率、修了率の伸び率が、

この年、タウア州が全国 1 位になりました。 
（PPT C-17） 実際に現場でどういう活動が行

われているのかご説明します。これは 2006 年

にタウア州で行われた活動の分類です。ちょっ

と左上の写真を見ていただきたいのですけれ

ども、これは仮設教室です。教室がないから地

元で調達できる材料で、自分たちで教室を作り

ました。椅子とか机が高くて買えないので、こ

れも、自分たちで作りました、右上の写真は土

を固めて作った椅子と机の写真です。このよう

な努力をしてまで、子どもたちを学校に上げよ

うとしている訳です。右下の写真は、女の子た

ちが女子の就学のための啓発活動の歌をうた

っています。左下の写真は水瓶なのですけれど

も、学校に水がないのはニジェールでは大きな

問題で、COGES が水瓶を買って、それをロバ

で運んで、毎日教室に水を供給しているのです。

そういうことが起こっている。活動は多様なの

ですけれども、これは言い換えれば、教育ニー

ズの多様さなのです。人々の教育ニーズは多岐

にわたっているということです。 
（PPT C-18） 次に、住民参加によって格差を

解消できるのかという問いにお答えします。答

えはイエスです。ただし、条件があります。こ

れはザンデール州女子就学促進キャンペーン

の結果です。COGES と住民がやったキャンペ
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ーンです。見ていただきたいのですけれども、

これは女子の入学者数です。2007年-2008年は、

その前の年に比べて 6 倍になっている。こんな

ことは今まで全然なかった、初めてのことです。 
（PPT C-19） 具体的にタウアとザンデール州

で、上が女子の新入学者数。これを見てもわか

るように、とても増えている。下は男女格差で

す。1 と 0.9 なのですけれども、例えば男子 10
人に対して女子が何人ということでいえば、

2007 年から 2008 年は約 7 人だったのです。そ

れが 1 年間で約 8.4 ぐらいになっています。こ

れはすごいことです。 
（PPT C-20） 何でこういうことが起こるのか

ということを説明したいのですけれども、その

ためには、この図をよく見てイメージしていた

だきたい。豊富な地下水が大地の下に眠ってい

るわけです。木は乾燥しているので全然育って

いない。豊富な地下水というのが教育に関する

住民のニーズと、そのニーズを活動にかえる住

民のキャパシティーを象徴しています。しかし、

この地下水が地表に出てこない。どうすればい

いのか。ここで導入したのが COGES です。機

能する COGES、透明性のある組織です。ミニ

マムパッケージによって、これらのニーズが活

動となって地表に出て地を潤し、木が大きくな

るのです。教育開発の木です。ただし、これだ

けでは大木にはならない。国の教育政策が住民

の活動とシナジーがあったとき初めて、木は大

きく成長するのです。 
 具体的に今の女子の就学の話で説明させて

いただきます。先ほど言ったように、住民の教

育開発ニーズというのはたくさんあります。女

子の就学ニーズもあります。なぜニーズがある

かわかるかというと、もちろんニジェールはイ

スラムの国で、男尊女卑の傾向はあるかもしれ

ません。しかし、ニジェールの親も男の子と同

じくらい女の子もかわいいと感じています。男

の子と同じくらい、女の子にも幸せになってほ

しいと思っています。だから、ニジェールの親

は、女の子にも教育を受けさせたいと思ってい

るはずなのです。ただ、ニーズが隠れているの

です。これを表に引き出すためには、やはり啓

発活動とかが必要なのです。ただ、啓発活動だ

けでは十分ではありません。現実には、今まで

のニジェールには、男の子の分しか、学校の受

け入れキャパシティーがなかったのです。つま

り、ニジェールの親は男の子の入学を、女の子

のそれより優先させていたのです。だから、女

の子の分も入学できるキャパシティーが学校

にあれば、恐らく女子の就学は伸びるだろうと

考えたのです。いままでの、女子の就学キャン

ペーンの例だと、啓発によって女の子が小学校

まで行きました。しかし、その女の子を受け入

れる教室はあっても、新しい教室で教える先生

の数が足りなくて、女の子は小学校に入れませ

んでした、というストーリーが多かったのです。

だから、このキャンペーンでは、行政と協力し

て、増えた女子生徒の分の先生をちゃんと配置

させるような手を、啓発活動と平行して最初に

打っておきました。だから、この女子の就学キ

ャンペーンは成功したわけです。 
 （PPT C-21）さて、これから論点に入いりま

す。まず、第一の質問、どのような環境、ある

いは条件のもとにおいて学校レベルにおける

参加は促進されるのか。また、そういった参加

が教育の質を向上させることができるのか。と

いう質問に対する答えです。それは、より本質

的な住民参加が確保されていること。それから

ニーズが存在すること。そして教育の質の改善

活動が実際に行われること。教育政策と住民の

活動がシナジーであることです。 
（PPT C-22） 2 番の設問は、どのようなメカ

ニズムで、スクールガバナンスへの参加におけ

る代表性と格差是正を保証できるかですね。こ

れは選挙に象徴されるような透明性のある組

織が必要です。そして問題、解決策、方向性を

共有すること。アカウンタビリティがあること。 
3番目のよりよいスクールガバナンスがつくら

れていく過程、プロセスとはどういうものなの

だろうかという問いに対する答えは、やはり組
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織の透明性、そして教育のニーズが学校運営に

反映されて、さらに教育政策が住民のニーズを

反映するということが恐らく必要だろうと思

います。 
（PPT C-23） その後、「みんなの学校」はど

うなったのかということですが、拡大していき

ました。どうして拡大したかというと、ただ対

象州をふやす面的な拡大という目的だけでは

なく、COGES の機能化モデルを実証するとい

う目的もありました。普及に耐え得るモデルを

つくるということです。20、 100 ぐらいのパ

イロットだとプロジェクトが直接フォローで

きます。ただ、300、500、 1,000 になるともう

直接フォローできなくなってきます。しかし、

フォローできなくなった状態でもモデルが機

能しなければ、それは普及モデルとはいえない

のです。 2,800 で有効性を実証したのでこのモ

デルは政府に認められて、世銀のお金で全国普

及されました。 
（PPT C-25）現在はほかの国にも同じ形のプロ

ジェクトが行われています。 
 どうもありがとうございました。 
 
○モデレーター  原さん、ありがとうござい

ました。 
 続きまして、ACE の成田さん、プレゼンテ

ーションをお願いいたします。 
 両方のプレゼンテーションが終わりました

後に不明確な点についてのみ、皆さんから簡単

なご質問を 5 分程度、受けさせていただきます。 
 
【事例発表】 インド「子どもにやさしい村」

プロジェクト  

 

特定非営利活動法人 ACE 成田由香子 

 
○成田  皆さん、こんにちは。ACE の成田

です。 
 ACE は、児童労働の撤廃と予防に取り組む

NGO です。今回はインドで実施している「子

どもにやさしい村」プロジェクトをご紹介しま

すが、ACE の組織概要やその他の活動につい

ては同封されている A4 サイズのチラシと、会

場の外の写真パネルの側にある年次報告書等

をご覧下さい。 
（パワーポイント） 

 今日は実施しているプロジェクトについて

スクールガバナンスの視点からお話しし、その

後 3 つの論点についてと、プロジェクト実施に

おける困難と課題をお話しします。 
 インドの教育と児童労働の基礎情報につい

ては、今回は限られた時間のため割愛させて頂

きますので、配布資料（別添 D-15～18）をご

参照下さい。発表資料の中で、1 点修正をお願

い致します。最後から 4 番目の「インドの教育

と児童労働の状況」というスライド（別添

D-15）の未就学児童数ですが、1 桁間違ってお

り、先程「グローバルモニタリングレポート」

の発表にありましたように 720 万人に訂正を

お願い致します。 
 まず始めに、私たちが呼んでいる「児童労働」

とは何かということを明確にお話しいたしま

す。これは働く子ども全てを指すわけではあり

ません。国際労働機関（ILO）による条約にの

っとった定義があり、スライド（別添 D-3）に

あるように１）教育の機会を奪う、２）健康的

な発達を妨げる、３）危険・有害である、４）

搾取的である、という 4 つの視点から 1 つでも

当てはまれば児童労働であるとしています。 
 そのうち重要なのは教育を妨げるもの、すな

わち、子どもが働くために学校に行けない事で

す。児童労働は子どもの教育の機会を奪う大き

な障害で、基礎教育を普及する阻害要因です。

それから逆に教育は、児童労働をなくすための

大きな鍵であるという 2 つの関連性について

認識しなければなりません。 
 「グローバルモニタリングレポート」、日本

語概要の 16 ページにもありますが、初等教育

の普遍化への 3つの障害の 1つとして児童労働

が挙げられていますので、そちらもご参照下さ
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い。 
 スライド（別添 D-4）にもあるように、児童

労働の原因と教育の問題には、貧困、親の意

識・教育の欠如、政策の不徹底、農村と都市の

格差、差別、伝統的価値観など共通している点

がたくさんあります。ですので、実施している

「子どもにやさしい村」プロジェクトでは、そ

れらの原因や問題を踏まえた上で包括的なア

プローチを取って行っています。 
 本プロジェクトの上位目標は児童労働→非

識字→貧困の悪循環を断ち切る事です。そのた

めのプロジェクトの目的は、１）すべての子ど

もたちが労働から解放され、学校で教育を受け

られるようにする事、また貧困及び格差の問題

から、２）社会的経済的に地位の低いグループ

が社会参加して力をつけられるようにするこ

とです。 
 本プロジェクトは、ACE が直接現地で活動

を実施しているのではなく現地の NGO とパー

トナーシップを組んで行っています。ACE は

資金協力やモニタリングを行っています。 
 ではプロジェクトのアプローチについてお

話します（別添 D-5）。大きな特徴の１つは、

村に「子ども村議会」を設置して、子どもの声

を村の自治に反映させる事です。今回の論点キ

ーワードの一つですが、代表性に当たる子ども

村議会を作り、子どもたちが主体となって学校

の問題やニーズを把握し改善策を提示します。

そういった形で子どもがスクールガバナンス

に参加し改善する取り組みを行っています。ま

たこの活動を支えるためにも、まず住民の教育

に対する意識改革が必要です。つまり、教育の

重要性、非識字と貧困の悪循環、児童労働によ

る子どもの発達への悪影響などをしっかり理

解する事です。その上で、学校の問題や村の教

育が村全体の問題であるということを認識し

てもらいます。そして、子どもの教育を妨げる

貧困、幼児婚、カースト、男女差別といった問

題に、住民自身が取り組めるよう、女性グルー

プ、青年グループなどを作って住民参加の仕組

みを作ります。 
それから、もう 1 つの特徴は、村の自治機能

を強化させることです。インドの農村には自治

組織である「村議会」という組織があり、村議

会が村の行政を行い、そのために配分された予

算を引き出しています。子ども村議会の子ども

たちが村議会の会議に参加して、学校の改善策

などを提案することによって行政を動かして

います。 
 また本プロジェクトは学校を建設したり、文

具や制服等の支給をするなど物を与えたりす

るプロジェクトではなく、住民を動かして既に

ある教育政策を機能させて、既存の制度やリソ

ースを活用できるようファシリテートしてい

ます。このように、住民による活動、行政との

連携、既存の制度やリソースの活用によって、

子どもが学校に通いやすい環境づくりを村の

中で行っています。またこれらの村の活動は、

現地の NGO や村の活動家によって支えられて

います。活動家は、支援する村あるいはその周

辺の出身者の若者で、現地 NGO によって育成

され、住民の活動を働きかける役割を担ってい

ます。 
 プロジェクトの活動とプロセス（別添 D-6）
に関しては、事前調査や村で調整を行った上で、

就学の徹底及び子ども村議会の設立やその活

動を支援しています。スクリーンの右側の写真

（別添 D-6）は、村で実施された子ども村議会

選挙の様子で、子どもたちが投票しているのと、

おとながサポートして開票作業を行っている

様子です。 
 また女性グループや青年グループの組織化

を行い、住民が子どもの教育、村の開発問題、

貧困家庭の収入向上など村の問題を話し合っ

たり、それらの改善方法を学ぶ訓練を行うなど

しています。そしてプロジェクト終了後も、住

民自身が取り組めるようにファシリテートし、

その活動を維持できるようフォローアップを

行います。 
 次のページ（別添 D-7）のスクールガバナン

－25－



 
 

 

スの改善をご覧ください。子ども村議会は、ス

クールガバナンスをモニタリングし、問題やニ

ーズを把握して、その改善策を提示するシステ

ムそのものといえます。おとなによる村議会へ

の参加と提案を通して、村の教育の格差や質の

改善を行政に働きかけるなどして取り組んで

います。子ども村議会には、学校に通う子ども

も、これまで労働で学校に通えなかった子ども

も参加しているので、そういった子どもたちの

声をおとなに届ける仕組みなのです。また意識

化された親や住民も学校をモニタリングし、子

どもたちの活動をサポートします。 
 具体的な例を挙げると（別添 D-8）、2007 年

度に実施したラジャスタン州の 2 つの村では、

カーペット織りや農業に従事する子どもたち

が多くいたため、学校に行けない子どもたちが

多くいました。さらにこの地域は女性差別が根

強く、幼児婚、つまり女子が早期結婚するため

に中途退学してしまうため、女子の就学率が低

い事が問題でした。そして、学校教育の質が悪

いといった問題点もありました。 
 結果的には（別添 D-9）、本プロジェクトを

通して子どもたちや住民が、子どもが継続的に

学校に通っているかモニタリングするように

なりました。また学校に通っていない子どもが

いれば学校の先生や子どもたちが一緒に家庭

訪問し、親を説得して、子どもたちが学校に通

えるようになりました。 
 ちなみに一番下の写真は、子ども村議会選挙

の投票日の様子です。選挙は子どもが立候補し、

また投票できるのも子どもたちのみですが、お

となを含めた住民全体を巻き込んで行われて

いる様子がわかると思います。 
 次に子ども村議会の提案によって学校が改

善された例（別添 D-10）をご紹介します。子

どもたちは、なぜ学校に行けなかったのか、ど

んな問題に直面しているのかなどが子ども村

議会の中で話し合われ、改善策が実現された例

です。これは通学路にあった水たまりが、子ど

もたちの通学の障害になっていたり、その不衛

生な水で水ぼうそうになる子どもが出るなど

の問題があったため、道路が舗装されました。

また小学校にトイレがなかったために、特に女

の子が学校に行きたがらず、親も娘を学校に通

わせたがらなかったことから、学校にトイレが

設置されました。それから小学校の教員がたっ

た 1 人で、しかも教員資格を取っておらず、学

校にきちんと来ない、授業をきちんと教えない

という問題がありました。そこで子どもたちが

その問題をとり挙げ、村議会が地区レベルの教

育局に働きかけたことで教員資格のある教員

が配置されました。また教室が足りなくて廊下

で授業を行っていましたが、教室を増やし改善

されました。 
 次に（別添 D-11）、村では親や住民たちが村

の様々な課題の改善、貧困削減に取り組むよう

になりました。子どもたちが学校に行けない要

因の中には、貧困、ジェンダー、差別など様々

な問題が関連しています。そのような村の課題

に、住民たちは取り組むようになります。先ほ

ど申しましたアプローチは、どこの村でも同じ

方法が取られていますが、実際に村で行われる

活動そのものは村の人たちが決めるため、そこ

で行われる取り組みや効果はそれぞれ変わっ

てきます。 
 プロジェクトを実施したラジャスタンの村

では、女性グループや青年グループが、雇用、

収入向上、健康、インフラ、社会的弱者の地位

向上などに取り組みました。例えば、貧困家庭

が仕事を得て収入向上できるように、既にあっ

た政府による雇用政策を活用するようになり

ました。また親が子どもの健康に関心を持ち、

学校で健康診断を行えるようにしたり、母子保

健センターを設置したり、道路やハンドポンプ

の設置など村のインフラ整備も行うようにな

りました。それから社会的弱者の地位の向上に

おいては、女性グループが活動して、男女差別

をなくしたり、女の子の幼児婚をなくすための

活動を行いました。それによって女の子の就学

が改善されました。 
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 本プロジェクトのインドでの全国的な展開

（別添 D-12）としては、現在、プロジェクト

が行われているのは 40 ヵ村です。またプロジ

ェクトが既に終了していても住民自体がこの

活動を維持して、「子どもにやさしい村」とし

て機能している村は 208 ヵ村です。今後は、

プロジェクトのモデルを全国的に広げようと

いう動きがあり、現地の NGO だけが行うので

はなくて、他の NGO や政府を巻き込みながら

他 NGO 団体をトレーニングして実施していま

す。 
 少し駆け足で話しましたが、本プロジェクト

における論点（別添 D-13）の回答のほうに移

りたいと思います。 
 1 つ目の論点、「どんな環境や状況下におい

て、学校レベルにおける住民参加は教育の質を

向上させることができるか」については、まず

は村の協力体制作りが重要です。住民、村のリ

ーダー、行政局の理解と協力がまず前提になり

ます。なぜなら本プロジェクト自体が村の自治

組織である村議会を動かし、また既にある政策

を機能させて進めるため、村のリーダーや行政

局の理解が不可欠です。それから、2 つ目はオ

ーナーシップの育成です。住民自身が学校の問

題を村の問題として捉え、住民が自分たちで取

り組めるようにファシリテートしていく事で

す。どうやって改善できるかということを住民

に伝えていきます。 
 2 番目の論点、「どのようなメカニズムが、

スクールガバナンスへの参加における代表性

と格差是正を保証できるか」については、やは

り子ども村議会の存在が一番重要です。子ども

自身が学校に行き教育を受ける受益者であり、

また同時にその子どもたちが実際のニーズを

把握し、スクールガバナンスにおける問題を提

起して、改善のための意思決定に参加する主体

者であるということです。こういった受益者で

あり主体者である子どもの参加を促す仕組み

を作るということが非常に重要だと思います。 
 また次に重要なのは子どもの活動を支える

おとなのサポート体制作りです。子どもの活動

ができたから、おとなに単に「協力してくださ

い」と言うだけではなかなか機能しません。こ

こでは青年グループや女性グループといった

形で、共通する課題や目的をもつ住民同士を組

織化させて、村の活動を維持させるためのサポ

ート体制を作ります。そして、住民自身が教育

を妨げる問題や格差の是正に取り組むように

ファシリテートします。そして村の活動家が、

調整役としてそれぞれのグループを連携させ

活動を働きかける重要な役割を果たしていま

す。 
 論点の 3 つ目、「より良いスクールガバナン

スが作られていく過程」については、先ほどプ

ロセスのところでも申しました。そこで重要な

のは、住民の意識改革と方向づけです。住民が、

自分たちの村をどういった村にしたいか、「子

どもにやさしい村」とはどういったものなのか

明確なビジョンを持たせることです。そして住

民が自主的に活動できるよう体制を作って問

題解決に取り組んでもらう。既存の政策やリソ

ースを活用しながら取り組みます。 
 最後は、プロジェクトを実施するに当たって

の困難や課題です（別添 D-14）。たくさんあり

ますが、まずプロジェクトを始めるに当たって

住民が持つ変化への抵抗です。住民にとって何

か変わる、今までにない新しいことが起こる事

は非常に抵抗を感じるものです。特に行政局の

役人や村のリーダーは、最初抵抗しますが、プ

ロジェクト実施前に現地の NGO が何度も足を

運んで関係構築をし、プロジェクトのコンセプ

トを理解してもらい、協力を求めます。ある村

では、プロジェクトを実施するために 8 ヵ月、

9ヵ月かけて協力を求めることがあるようです。 
 2 つ目の課題は、子どもの就学と継続的な通

学の徹底です。一度就学しても親の事情、家庭

の事情によって働くようになり、中途退学して

しまう状況に陥らないために、継続的な啓発及

びモニタリングを行うことが重要です。 
 それから、資格のある教員の慢性的な不足が
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課題です。教員不足は教育の質にも影響します。

インドでは、教員は給料が低く職業として余り

人気がありません。さらに教員の多くは農村な

どに行きたがらないため、慢性的に不足してい

ます。この村でも子ども村議会が教育局に何度

も手紙を出して、教員を増やす要請をしていま

す。それによって教員が 2 名配置された村もあ

りますが、それでも学校に通う生徒全員に十分

教えるには足りません。また地方行政の対応の

遅れも問題としてあります。やはり根気よく、

継続的な行政への働きかけも必要です。 
 そして最後に、住民の実質的な社会的、経済

的地位の向上へつなげるために住民の能力強

化を十分行うことが非常に困難であり、また今

後の課題です。実際、これまではプロジェクト

を 1 年しか実施していませんでしたが、現地の

NGO が見直して、貧困層の収入向上や地位向

上には、もっと継続的な取り組みが必要である

ことが分かりました。住民が自立して問題解決

できるように、例えば政府の政策を活用するた

めの申請書の出し方等、住民を訓練し、能力強

化することが必要です。そのため、昨年の 2008
年から支援期間を延長し、プロジェクトを 1 年

半、その後フォローアップを 1 年行い、合計 2
年半支援するという方針に変えました。今後は

期間を延長して住民の能力強化に力を注いだ

後、実際に効果を及ぼしているかという検証が

必要です。よって、本プロジェクトはまだ試行

錯誤が続いている状況です。 
 以上です。 
 
○モデレーター  成田さん、ありがとうござ

いました。 
 ここで皆さんから、それぞれ 2 つのご発表に

ついて不明確であった点、あるいはここをもう

少し説明してもらいたいという点についての

み、ご質問を受けたいと思います。議論の内容

については、もう少し後でディスカッションす

る時間があります。何かございますか。挙手を

お願いします。――全て明確でしょうか。言葉

の使い方や国の状況など、今のところよろしい

ですか。また後ほどございましたら、こちらの

方にお寄せ頂ければと思います。 
 それでは、ここでユスフ・サイードさんから

お 2 人のご発表についてコメント、あるいはご

質問をいただけたらと思います。よろしくお願

いします。 
○ユスフ・サイード  最初に、両プレゼンテ

ーションで大変興味深いと感じたことを申し

上げます。かなり豊富な洞察と情報によってい

かにしてコミュニティをエンパワーするかに

ついて教えてくださいました。まさに GMR の

中でそれが重要な条件であると書きました。コ

ミュニティの強化が伴わない限り、適切なガバ

ナンスを実施に移すことはできません。 
 もう 1 つ、2 つのプロジェクトで大変おもし

ろいと思ったことがありました。いずれも選挙

と民主主義の問題にフォーカスを当てている

のです。いずれのプロジェクトにおいても学び

や波及効果があったと思います。単に教育のガ

バナンスのために選挙が行われているのでは

なく、波及効果として民主的な参加を促すきっ

かけになっています。 
 またとても重要なプロジェクトだったと思

います。なぜなら、どうすれば人々の生活に本

当の変革をコミュニティレベルでもたらすこ

とができるかをプロジェクトは示しているか

らです。以上を理解した上で 3 つの質問があり

ます。 
 ぜひ皆さんと考えたいと思う 1 点目の質問

は、2 つのプロジェクトは、どのように規模を

拡大していくのかです。大変重要で効果的なプ

ロジェクトですが、それは地元、つまりある特

定の村に根づいている場合、コミュニティ単位

ではうまくいっているかと思います。しかし、

政府が役割を果たすために、これをどのように

して国全体に広げることができるのか、あるい

は地域全体に適用できるのか、という問題です。

これは根本的に重要な問題で、長期的に持続可

能であるか否かが鍵なのです。仮に NGO ある
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いは技術協力パートナーが撤退をした場合に、

その後どうなってしまうかです。 
 2 つ目の私がより難しいと思う質問は、質の

高い教育を提供する責任者は一体誰なのか、

NGO の責任なのか、技術協力パートナーの責

任なのか、という問題です。今年のレポートの

中でもその本質的な質問を問いかけています。

国の役割、政府の役割は何なのかと問いかけて

います。そもそも政府が最終責任を負っている

主体ではないのでしょうか。教育に対する権利

を確保し、どのような状況であれ一人一人の子

どもに教育を提供するのは国の責任ではなか

ったのでしょうか。 
 3 つ目の同様に重要な質問は、プロジェクト

を民主的ではない社会でどのように実行する

のかという問題です。例えば余りオープンでは

ない政府は、大衆の参加を受け入れないかもし

れません。非民主的な国家、開かれていない社

会で、このようなプロジェクトをいかにして制

度化するのかです。なぜかと言いますと、能力

強化および住民参加を集約的に深く必要とす

るプロジェクトなので、非民主的なコミュニテ

ィでこれらをどうやって進めれば良いのでし

ょうか。 
 また、プロジェクトに関して１つか２つ具体

的な質問があります。まず、ニジェールの学校

運営委員会 COGES のプロジェクトについてで

すが、インパクトの発現の度合いの確認ができ

ているでしょうか。たとえば出席率や就学率に

ついてプロジェクト開始後の効果についての

データはあるのでしょうか。2 つ目に、女子就

学率の劇的な上昇が確認され、4 倍になってい

ました。そこで質問ですがスタートのベースは

いつであったのか、また、相対的に対象人口に

比べてどのような変化があったのでしょうか。

測定なさったのは入学者に占める女子の割合

だったと思います。それは改善されたかもしれ

ませんが、コーホート別の女子就学児童の割合

がどう変化したのかについてのデータはお持

ちでしょうか。 

 児童労働に関する NGO のプロジェクトにつ

いての質問です。根本的な質問として、そもそ

も児童労働に対するニーズを撤廃、削減するこ

とができたのでしょうか。児童労働の必要性が

あるから働かされていたわけです。改善が見ら

れたとしてもまだ児童労働は廃止されていな

いあるいは撤廃されないという程度の進捗だ

ったのでしょうか。2 つ目の質問は、最初のプ

ロジェクトについても当てはまるのですが、こ

のプロジェクトの児童一人あたりの費用はい

くらだったのでしょうか。NGO 等々から投入

が行われますが、一人あたりの費用は上がって

いるのかどうかです。その可能性は高いでしょ

う。その場合、政府はユニットコストの増加分

を検討した上で、周辺化された子どもたちのニ

ーズに対応する必要があると思います。このよ

うな周辺化された子どものニーズを満たすた

めのユニットコストは当然高いはずです。なぜ

なら従来の教育モデルは機能していないわけ

ですから。資金不足という制約を抱えている国

家、政府にとって、ユニットコストの増大は、

課題となるからです。 
 最後の質問は子どもカウンシルと子ども議

会の違いです。もしかしたら私がよく理解して

いないのかもしれませんが、アドバイザリーな、

諮問のような役割であったのでしょうか。意見

を提案するだけであったのか、意思決定の権限

もあったのかどうか、お聞きしたいと思います。

究極的には意思決定はやはり政府のトップ、あ

るいは村のトップの権限ではないかと思いま

した。以上です。 
○モデレーター  非常に鋭いポイントばか

りで、それぞれのプレゼンテーションに対して

の詳しい質問について答えて頂けるといいと

思うのですが、まずニジェールの原さんのほう

に、学習の成果にどのようなインパクトがあっ

たのかという点と、それから出席率の中で、全

体の子どもの数からの割合はどう変わったの

かというご質問について、お答えいただけます

か。 
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○原  質のインパクトについて、試験の合格

率は上がっています。その結果はキャンペーン

によって出て、住民が家で子どもたちの勉強を

みるという仕組みがあります。あるいは先生に

対して補習授業や夜間授業を行う支援をして

います。それに答えて先生たちがそのような授

業をしています。加えて、学校レベルで教育主

事及び学校を観察する行政官が、それを非常に

インテンシブにみるようになり、授業数が増え

ました。それによって、実際に卒業試験の成績

は上がっています。今回のプレゼンテーション

では発表しませんでした。 
 ただ、それは本質的な教員の質の向上という

ことに関連して上がっているわけではありま

せん。ニジェールの場合は最低限のこと、つま

り先生が教室にいて授業を行うということが

行われていない場合が多いです。それを保証す

ることによって教育の質が上がりました。それ

は、本当の意味で質の高い教育とはいえないと

思います。改善はこれからの課題だと思います。 
 就学率は上がりました。これはプレゼンテー

ションの中で少しご説明しましたが、COGES
を通した住民の啓発が一番力を発揮するのが

就学の問題です。なぜかというと、住民の間に

ある教育開発のニーズで一番強いものが、子ど

もを学校に就学させたいという要望なのです。

その上、啓発する対象が住民自身です。従って、

一番効果が出やすい分野で、COGES 全体が、

例えばキャンペーンを一緒に行えば多くの子

どもたちが一遍に増えます。 
 問題は、先ほども申し上げましたように、そ

のようなキャンペーンを行った場合、教員の数

が足りなくなる事です。よって、住民参加と教

育政策のシナジーを得るためには、やはりその

2 つを合わせる事がよいでしょう。うまく調整

した形で政策を実施していかなければいけな

いと思います。 
○モデレーター  ありがとうございました。 
 では成田さん、3 つのポイントがあったと思

いますが、1 つ目は、このプロジェクトによっ

て児童労働は実際に解消されたのかというこ

と。2 つ目が、単価です。教育の単価というの

は、周辺化された子ども、児童労働については

高いのではないかと。それは実際、上がったの

かということです。3 つ目は子ども議会、カウ

ンシルとパーラメントの違いは何かというこ

とです。簡潔にお答え頂けますか。 
○成田  1 つ目は、まず本プロジェクトを行

う対象地が、児童労働者が多い地域で、かつ児

童労働に陥りやすいリスクが高いところです。

実際に、本プロジェクトを通して、児童労働が

なくなり、すべての子どもたちが就学できまし

た。しかし、常に子どもたちが働かなくても済

むような環境にしておかなければいけなりま

せん。そのために親への教育に関する啓発や貧

困削減への取り組みを行うことが大切です。子

どもたちが働いている一方、親が働いていない

現状もあるため、親も仕事を得るといった取り

組みが必要であり、このようなアプローチを取

っています。 
 2つ目の周辺化された子どもたちのための教

育コストは上がったかという質問ですが、本プ

ロジェクトの資金は、政府によるフォーマルな

学校を機能させるための活動に使われるため、

特に子ども一人あたりにかかる特別なコスト

というのは計上していません。 
 3 つ目に、子ども村議会と、村議会の違いで

すが、村議会は既存の村の行政システム、イン

ドの農村にある行政組織です。村議会が村に関

する水、教育、道路、インフラ、電気、雇用の

問題等様々な議論を話し合い、その上のレベル

の関係省庁に働きかけて必要な予算を引き出

す権限があります。自治組織というように理解

してください。一方、子ども村議会は、本プロ

ジェクトで発案され作られた子どもによるグ

ループというように理解して頂きたいと思い

ます。子ども村議会のメンバーは村議会の会議

に参加し、子どもが提案した改善策について村

議会で一緒に話し合われ実施されます。 
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○モデレーター  ありがとうございました。 
 それでは、ユスフさんから非常に重要な３つ

のポイントが出たと思いますが、パネリストの

お二方と議論していきたいと思います。 
 まず 1 点目、これはメカニズムと関連してい

ると思いますが、今お話しいただいたローカル

コンテキストの中でのプロジェクトの試みが、

実際地域レベル、国レベルにスケールアップし

ていったときの持続可能性について、どのよう

な工夫をされているかということですが、特に

プロジェクト終了後、本当に持続していくのか

ということについて何かありますでしょうか。 
○原  現在「みんなの学校」プロジェクトは

モデルを既に全国に普及し、モニタリング体制

を作っている状態です。要するに学校レベル、

村レベルでは、住民参加は非常に大きくずっと

続いています。住民参加が起こるメカニズムが、

プレゼンテーションの中でご説明したように、

学校活動計画をつくるプロセスの中である程

度確保されています。さらに地方行政官のモニ

タリングが COGES を支援しています。このモ

ニタリングが自立発展性には重要なポイント

となります。実際にプロジェクト終了後、本当

にプロジェクトの成果が国レベルで維持をで

きるかといった場合に問題になる事は、やはり

行政官のモニタリング費用です。具体的にいう

と、例えばモニタリング時の交通費、日当、宿

泊費です。その費用を国が支出できるのかどう

かという問題があり、そこが大きな問題となっ

ています。現時点では、あと 2 年ぐらいのお金

は確保されていますが、それ以後のお金はまだ

確保されていません。そういう国の財源を使っ

た部分のリカレントコストについては、1 つの

大きな問題だと思います。 
○成田  スケールアップしたときの持続可

能性については、まず現地の NGO から、プロ

ジェクトを実施する村から周辺の村へ拡大し

たほうが相乗効果があり、持続性が高まると聞

いています。実際に隣の村同士でプロジェクト

を実施することで、同じ地域内の学校が一緒に

改善されたりしています。それから村の改善の

様子について隣の村から見に来る人たちが出

てきたり、隣の村同士で経験を共有し合ったり

しています。情報や経験を共有することにより、

住民のモチベーションを高め合えます。さらに、

異なる村の住民グループのトレーニングを一

緒に行い、活動においても持続可能性が保たれ

ると思います。資金的なことは不明なため、お

答えできなく済みません。 
○モデレーター  サイードさん、今のお答え

に対して何かありますか。それでは、2 点目の

ポイントに行きたいと思います。そもそも質の

よい教育を与えるということは、誰の責任かと

いう事です。「グローバルモニタリングレポー

ト」で、特にこれは政府の役割であって、政府

が重要な役割を担うといっていますが、それぞ

れのプロジェクトの中で政府の役割、あるいは

だれが責任を持つかということに関してどう

お考えですか。どうぞ。 
○原  もちろん政府が責任を持つべきです。

ただ、今は専門員という立場でプロジェクトを

離れていますが、プロジェクトにいた時は、現

場にはいい教育が受けられない子どもたちが

たくさんいる状況が目の前にあります。子供の

就学、教員の質が国の責任だといって手をこま

ねいて見ている訳にはいけません。これらの状

況を完全するために、何らかの現実的で有効な

手立てを考えていました。教員の質は、基本的

には教員養成校の最初の養成に大きく関わり

ますが、必要な現職教員研修のシステムもあり

ません。現在は教員を指導する立場の行政官、

校長先生、住民たちしかいないわけです。従っ

て、プロジェクトを実施している立場として考

えていた事は、この三者を組み合わせて、何ら

かの形で少しでも質を高くできるようにする

事です。そのためには、まず、できるだけ授業

数を確保できるようにする事だと気づきまし

た。まず、先生の待遇が悪い事が問題です。契

約教員が多く、できるだけコミュニティと先生

のコミュニケーションを COGES が取りますが、
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両者に不信感があります。よって、先生がスト

ライキをする理由が、給料を未払いがや遅配さ

れて来ないという事をコミュニティは知らな

いのです。それがわかれば、ああ、大変だとい

うことで、例えば野菜を持っていって食べてく

ださいねと住民も動きます。これは本当にロー

カルレベルの解決策にすぎませんが、そのよう

な事がたくさん起こってきました。実はザンデ

ールでやった成績キャンペーンは、そのような

経験の積み重ねで結果が出ています。それが本

質的な解決にはなりませんが、重要だと思いま

す。 
○成田  質の良い教育についてだれが責任

を持つべきかという質問ですが、もちろん政府

です。まずフォーマル教育が機能していかなけ

ればならず、児童労働者やふだん教育の機会を

得られない子どもたちも含まれるような教育

のあり方に取り組まなければいけないと思い

ます。 
 多くの NGO などが民間セクターでノンフォ

ーマル教育というのを提供していますが、それ

が逆に働く子どもたちが学校と仕事を両立さ

せて、子どもたちが働くことを継続させること

もあります。従って、子どもたちが正規の学校

に通えるようにするということが大切です。教

育政策として無償義務教育化が徹底されなけ

ればならないと思います。 
 また、働かなければいけない子どもたちや就

学の機会を既に失ってしまった子どもたちも、

基本的な読み書きを学び、正規の学校に編入で

きるような柔軟な対応を行うことも非常に必

要だと思います。 
○モデレーター  ありがとうございます。お

二人、共通して、やはり政府の責任であるとい

うことで、ユスフさんと共通のご意見をお持ち

ですが、政府の説明責任を果たさせる仕組みを

つくるために住民や、学校や、様々な人が関わ

っていかなければなりません。そういう仕組み

作りをすることが大切だということではない

かと思いました。 

 そして第 3 点目ですが、これはどちらかとい

うと我々が用意した論点の 1 番目に当たりま

す。どのような条件下で学校レベルの参加が促

進されるかということだと思いますが、民主的

な選挙というのを 2 つのプロジェクトで取り

上げられています。社会では、様々な民主化の

レベルがあり、このようなアプローチを制度化

するための条件というか、それをどのように考

えるか、少し難しい質問ですよね。これは非常

に難しいと思いますが、何かお知恵はあります

でしょうか。 
○原  ここはプレゼンテーションでは時間

がなくて話せなかった部分ですが、実は一番反

対された部分で、民主選挙です。この民主選挙

を導入する時に、ほとんどすべての教育プロジ

ェクトの方、教育省の方が反対されました。 
 その理由は、ニジェールの村は識字率が非常

に低いのです。その当時、識字率は 2 割ぐらい

でした。しかも村の中は封建的で、イスラム教

で宗教指導者がいて、伝統的な村長がいました。

既に保護者会があり、そこに新しい COGES と

いう組織をもって選挙を行ったら、そこに非常

にコンフリクトが起こるだろうという理由で、

やめたほうがいいと随分言われました。 
 しかし、村の人と話していて彼らも自由に意

見を言いたいという願望を強くもっていると

いうことは常々感じてきました。村の人は特別

の人ではなく、我々と同じように自由に意見を

言いたい。しかし、言えない状況なのです。だ

から、このような状況を打破するためには、選

挙は非常にいいアプローチになると思いまし

た。そして、それが不可能だと初めから言われ

続けてきたのは、恐らくその導入方法が悪くて

失敗したのだろうと思いました。そこで、プロ

ジェクトとしては、絶対に解決策はあるだろう

と考えたのです。 
 導入したやり方は、シミュレーションです。

各学校の校長が選挙を用意し、校長先生が各村

の状況を再現します。つまり、頑固な村長がい

て、言うことを聞かない宗教指導者がいて、絶
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対に新しい COGES を認めない旧保護者会がい

るわけです。そのような状況を作り、校長先生

がどんどん説得していくという状況を演じま

す。全員参加で実演するため、各村で様々な解

決策が出てきます。例えば村長には「あなたは

すべての権威を超越した人だから、学校運営委

員会の上に立ってくださいね」とか、いろいろ

言い方は皆さんが見つけて、そのような形で実

際のトレーニングをやった上で、各校長先生が

村に戻って選挙を用意しました。一旦選挙がで

きてしまうと、もう後戻りはできません。問題

が起こると、悪いことをした委員会がリコール

され、また新しい委員会ができます。そのよう

なことが起こってきました。 
 ただ、これをほかの国に一般化はできないと

思います。大体の場合は解決策があるだろうと

思います。 
○成田  「子どもにやさしい村」プロジェク

トの場合、子ども村議会は、子どもの声を村の

行政に生かし、反映させるための効果的な手段

の１つです。子ども村議会を全国的に広めると

いう事は、インドの状況においては、非常に有

効で役立っています。またインドには村議会と

いうシステムがあるからこそ、子ども村議会の

手段が機能しているのではないかと思います。

またこれを実施するためには子どもの力を信

じるおとながいなければならないため、子ども

の権利、子どもは教育を受ける権利をもつこと、

子どもたちの声を聞くべきだということを理

解してもらう必要があります。プロジェクトに

おいて子どもの選挙を行うに至っても、それか

ら村の活動を維持させるためにも、村のリーダ

ーや行政の理解が必要だと思います。 
 
○モデレーター  ありがとうございました。 
 ユスフさん、今の反応を聞かれて何かござい

ますか。――よろしいですか。 
 それでは、せっかくですから、お 2 人、ある

意味いろいろ共通した要素が非常にあること

から、相互にご質問なりご指摘をいただければ

と思いますが、まず成田さんから原さんのプレ

ゼンテーションに対してご質問でよろしいで

すか。 
○成田  偶然にもというか、どちらも選挙を

行っている事が非常におもしろいと思いまし

たが、ニジェールのケースではおとなが学校運

営委員として活動していますが、どうやって子

どもたちが直面している学校の問題やニーズ

を把握したり、聞いたりできているのでしょう

か。 
○原  正直いって、そこまではできていませ

ん。なぜかというと、まず基本的な条件として、

子どもたちが学校に行けていないという条件

がありました。より多くの子どもたちが学校に

行けるために、就学の主要なアクターとなるの

は親なのです。子どもではないということです。 
 ですから、親を中心とした住民、住民の代表

である COGES と。もちろん COGES の中に児

童の代表は入っており、実態として生徒会みた

いなものは制度としてあるのですが、機能して

いません。よって、将来的には子ども達のグル

ープの組織化とか、子どもの意見をどうやって

取り入れていくかというのは課題になると思

います。 
○成田  ありがとうございました。 
○モデレーター  では、原さんから成田さん

にお願いします。 
○原  少し意地悪な質問ですが、すごく良い

アプローチだと思いますが、お話を聞いている

と、例えば啓発などに非常に時間がかかってい

て、一校当たりにお金も大変かかっていますが、

このプロジェクトを広げようと考えていらっ

しゃいますか。 
○成田  広げようとしています。実際に ACE
が「子どもにやさしい村」プロジェクトを支援

する資金は、1 つの村に対して大体 70 万円ぐ

らいですが、その多くが活動家の人件費、啓発

のための活動費用です。スタッフやプロジェク

トコーディネーターの人件費、トレーニング、

ワークショップ、行政との交渉、ミーティング
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に使われています。 
 コストとモデルを全国的に広げるというこ

とがどれぐらいリンクしているかは分かりま

せんが、現地では恐らくそこまでコストがかか

らないように、他の NGO をトレーニングして、

同じような子どもの村議会などの共通するア

プローチを取り入れてもらうように広げてい

こうとしているのではないかと思います。 
○原  ありがとうございます。 
 ちなみに「みんなの学校」の 1 つの学校を活

性化させるための研修は全部で 4 日で、かかっ

ている費用は 3 万円ぐらいです。モニタリング

費用も含めます。なぜここまで切り詰めたかと

いうと、ニジェール政府自体は非常にお金がな

く、普及するといった場合には効率化しなけれ

ばならなかったからです。切り詰めていく上で、

内容の質を落とさず、コストを削減するという

点が一番考えたところです。 
 
○モデレーター  ありがとうございました。 
 皆さん、お待たせいたしました。これからフ

ロアをオープンにして、より広くディスカッシ

ョンをしたいと思います。お 2 人のプレゼンテ

ーションについてでも結構ですし、第 1 部から

続いたサイードさんのポイントでも結構です。

ご質問、あるいはコメントがございましたら挙

手をお願いします。まず、ご所属とお名前をお

願いいたします。 
●質問者  特に所属はありませんが、地域で

日本語ボランティアをしている カトウと申し

ます。 
 教育には全く素人でございますが、ACE の

成田さんの発表の中で、例えばインドのような

階級社会において、カースト制度がある最下層

の人を、アウト・オブ・カースト、ハリジャン

といいましたか、その人たちは、実際に対象に

なっているのでしょうか。人口に反映されてい

るかどうかもわかりませんけれども、そのよう

な階級制度のある国での教育は、どう考えてい

けばよいかと思い質問しました。 

○モデレーター  最初に幾つかの質問を集

めさせて頂きたいと思いますが、他にございま

せんでしょうか。 
●質問者  システム科学コンサルタンツの

オカモトと申します。 
 成田さんのインドのプロジェクトについて

ご質問させて頂きたいのですが、先ほどのお話

でフォーマル教育に入れることが目的で、ノン

フォーマル教育を行わないとおっしゃられま

した。特に社会的に疎外された人々のためのコ

ストがかかっていないというお話でしたが、実

際にインドの教育はどこまで無償なのか、まず

疑問をもちました。 
 もし教育が無償であったとしても、例えば文

具などのサプリメンタルコストはかかると思

います。それがなければ、恐らく子どもたちは

学校に行き続けることができなくなると思い

ます。学校に通えない子どもたちは、そういう

ものが供給できないから学校に行けない、ある

いは働かなければいけないというケースも時

にはあると思いますが、その部分で実際に本当

にコストがかかっていないのかというところ

をお聞きしたく思います。よろしくお願いいた

します。 
○モデレーター  ほかにありますでしょう

か。お願いします。 
●質問者  日本の教育現場で働いている タ
キザワと申します。 
 原様にお伺いしたいのですが、スライドの 6
ページ目で行政から COGES に権限の移譲をし

つつあるとおっしゃっていましたが、具体的に

先ほどもいくつかおっしゃっていただいたの

ですが、現時点でどのような権限が移譲されて

いますか。 
 それからお 2 人に質問させて頂きたいので

すが、より具体的に行政はどのような権限を持

つべきかを伺えればと思います。 
○モデレーター  他によろしいですか。 
●質問者  日本ユネスコ協会連盟のツザカ

と申します。大変おもしろい議論をありがとう
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ございました。 
 インドの「子どもにやさしい村」プロジェク

トに関してですが、子どもたちの選挙が行われ

た時、子どもの年齢がどれくらいからでしたか。

もう 1 点、子どもの意見を吸い上げて村に反映

させるという活動について、子どもの選挙を行

ったことによって何か起こった問題などがあ

りましたら、お教えください。 
○モデレーター  ありがとうございます。 
 では、ここで一旦、切らせて頂きます。成田

さんへの質問が多いですが、1 つ目はカースト

の問題です。それからインドの教育について、

行政の権限はどのようなものであるべきか。そ

して今の子どもの年齢と、子どもの選挙によっ

て起こった問題について、まとめてお答えいた

だけますか。 
○成田  ご質問ありがとうございます。 
 1つ目のインドの階級社会においてカースト

の低い子どもたちが対象とされているのかと

質問ですが、本プロジェクトは、カーストの低

い子どもたち、指定カースト、指定部族、不可

触民といった低い階級にいる子どもたちを対

象としています。実際、働いている子どもたち

がそのような出身であることが多いのです。本

プロジェクトの村を選定する基準は、働いてい

る子どもたちが多いこと、社会的経済的にも地

位の低い住民が多く、行政サービスが十分行き

届いていない地域であることとしており、その

ような状況の子どもたちを焦点に当てていま

す。 
 2つ目の質問のフォーマル教育の無償化につ

いてですが、基本的には授業料は無償ですが、

おっしゃった通りノートや鉛筆の文具は自分

たちで買わなければならないため、文具代がか

かるために学校に来られないという子どもた

ちは、実際にいると思います。 
 ある地域ではスクール・メンテナンス・フィ

ーといって、学校維持費として子どもが入学す

る際に、そんなに高くない金額ですが、100 ル

ピー、約 300 円を徴収するというケースもある

と聞いています。 
 3 つ目の、行政は具体的にどのような権限を

もつべきか、非常に難しいご質問ですが、イン

ドでは、まず教育へのアクセスを保障するため

の学校を作らなければなりません。まだインド

では農村と都市でアクセスの格差があります。

教育の質も大事ですが、まず学校へのアクセス

を改善しなければなりません。インド政府はこ

れまで何年も教育計画を立て、教育予算も増や

して学校建設を行ってきましたが、それでもま

だまだ足りません。完全にすべての子どもたち

が義務教育を受けられるように、その権利を保

障するための学校をつくったり、教員を配置し

たり、児童労働も含めて教育の普及がまだ遅れ

ている子どもたち、女子の就学に焦点を当てた

政策が行われなければならないと思っていま

す。 
 4 つ目の選挙についてお答えします。子ども

村議会の選挙について、選挙に参加できる子ど

もは、就学年齢の子どもたちで 6 歳から 14 歳

までだったと思います。先ほど説明しませんで

したが、例えば立候補した子どもは「村のすべ

ての子どもたちが学校に行けるようにしたい」

というように、自分が子ども村議会のメンバー

になって何をしたいか、意思表明をして選挙活

動を行います。また立候補すれば子どもたちは

全員、子ども村議会のメンバーになることがで

きます。選挙を行って、その中で議長、副議長、

書記長といった役割を子どもたちの投票で決

めます。選挙を行ったことによって起こった問

題というのは、今まで聞いたことはありません。 
 以上です。 
○モデレーター  ありがとうございました。 
 では、原さんには、具体的にどのような権限

が COGES に移譲されたのか。それから行政は

どのような権限を持つべきかについて、お答え

ください。 
○原  具体的に移譲されている権限は、今の

ところ教科書の管理です。 
 ただ、権限移譲のロードマップがあるわけで
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はなくて、例えば一時期、教員の管理というこ

とも検討されていました。これは EDUCO とい

う中南米のプロジェクトも、教員管理によって

成績を上げたという実績もあるため、検討され

たのではないかと思います。また、教育財政運

営費の権限の移譲ということも検討されてい

ます。 
 ただ、問題は権限の移譲を行った場合に、果

たしてそれをうまく使えるかどうかというこ

とです。その点に関して、例えば COGES で透

明性をつくり出したとしても、果たして透明性

だけで COGES は受け取った権限をうまく使え

るかどうかという事は、簡単には答えられない

問題で、さらなる能力強化が必要だと思います。 
 それから、行政はどういう権限を持つべきか。

行政は基本的には教育全般に、特に教員の質の

管理や、成田さんもおっしゃっていましたよう

に、インフラ整備の権限をもつべきだと思いま

す。 
○モデレーター  ありがとうございます。 
 行政はどのような権限をもつべきかについ

て、ユスフさん、何かお考えがありますか。 
○ユスフ・サイード  2 点申し上げます。イ

ンドに関するコメントです。インドで興味深い

点があり最も進歩的な憲法といえる憲法があ

ります。どういう意味で進歩的であるかという

と、憲法のもとに SSA（Sarva Shiksha Abhiyan）
という無償義務教育プログラムがあります。

SSA にも憲法にも具体的に一番差別された、最

も不利な立場にある層のことが書いてあるの

です。とりわけ指定カースト、最も最下層にあ

る人びと、ダリットについて触れています。も

ちろん、文書あるいは憲法に書かれている政策

だけではなく、重要なことは政策が実施されて

いるかどうかです。ある意味では、これはもっ

と深刻な問題だと思います。また、ガバナンス

の中でまだ詳しく話し合われていない問題が

あります。 
 恐らく、レポートでも批判的に書かれている

と思いますが、よきガバナンスに関する挑戦課

題は社会、文化、価値観を変えることにも繋が

ります。例えば女性と雇用の問題、ジェンダー

平等の問題です。それは雇用平等法があるかど

うかですが、人の価値観を変えることにもなり

ます。女性の地位に関する価値観の変化です。

インドでも、そこが問題です。政府が政策を導

入する際も、最も不利な人たちのためのことを

考えていますが、社会の網目を改善していかな

ければなりません。それが社会の深いところに

根差しています。社会に深く存在しているカー

スト制度を変えることの方が、よほどインドで

は厳しいのです。これは大事な点だと思います。 
 それでは、どの権限を移譲するかしないか。

答えは 1 つではありません。結局のところ適用

可能な回答はありません。政府として諦めては

いけない事は、指導とモニタリングを行うこと、

青写真を押しつけないこと事です。政府は、学

校レベルで何が起こっているかを理解する必

要があります。かつどの時点で学校あるいは他

の教育機関が何と言おうが、境界を越えてやり

過ぎているところもチェックをしなければな

りません。 
 また政府が常に直面する学校レベルの問題

は、まずは教員の雇用です。どういう人を教員

に採用すべきか、究極的には政府が教員を雇う

役割を担っています。なぜかというと、各学校

が一番優秀な人材を探し雇用すると、他の学校

が良い教員を採用することができません。全体

的に言えば、政府が強く支配するべき機能は公

平性を守り、監督することです。優れた先生を

分散させる必要があります。 
 2 つ目の機能が言語に関する政策です。南ア

フリカが好例です。だれが学校の言語政策を決

めるのか、どの言葉で教えるのかを誰が決めれ

ばよいでしょうか。学校に任せると、当然メリ

ットはあります。しかし、デメリットもありま

す。学校に任せると、学校が選ぶ言語が、その

言語以外の言葉を使う子どもを差別して入学

ができないようにするかもしれないし、学習者

を差別することになるかもしれません。 
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 3 つ目の移譲する権限については、特に注意

をしなければいけない入学をどのように決め

るかです。政府は、強い監督制度を入学制度で

決めておかなければいけません。学校が最も扱

いやすい制度だけを入れる場合、自分たちにと

って楽な生徒を受け入れる可能性があります。

英米を見てください。入学制度が極端に悪い状

態になっています。つまりアファーマティブア

クションが行き過ぎたのです。大切な見方は公

平性です。そうすると、違う答えが出てくると

思います。 
 そして最後に、政府が絶対に学校に移譲して

はならないものは、GMR に書いてあると思い

ますが、資金調達の権限で、学費によって学校

が収入を得ることです。学費は逆進的な税と同

じで、一番不利な人が払いにくいわけです。学

費は逆進税なのです。一番お金を持っていない

人が、収入の中で一番高い比率を払う仕組みで

す。したがって国、政府が教育資金を負担すべ

きであり、この点は極めて重要だと思います。 
○成田  先ほどはユスフさんに補足をして

頂き、ありがとうございました。インドでは私

たちが混乱するほどたくさんの教育政策があ

ります。問題は、それが実際に実行されている

かということです。インドの教育は州政府が責

任を持ち実行していますが、実際に州政府から

村のレベル、コミュニティレベルまで教育政策

が十分行き届いていないことが大きな問題だ

と思います。ありがとうございました。 
 
○モデレーター  ありがとうございました。 
 ほかにご質問、コメント、あるいはご指摘等

ございますでしょうか。――では斉藤先生、お

願いします。 
○斉藤  国立教育政策研究所の斉藤と申し

ます。 
 ニジェールのケースについて、パイロットと

して 20 数校から始まったものが第 2 フェーズ

で全国展開まで、つまり「点」から始まったの

が「線」になり、「線」から「面」になったお

話でした。今や国家政策に取り入れられて、あ

る意味では援助のモデルケースにもなり、成功

事例として取り上げられるケースではないか

と思います。 
 全国展開といったときに、2 点懸念されるこ

とがあります。1 つは「みんなの学校」のモデ

ル自体が、最初に説明がありましたように完全

に農村学校、農村地域の教育振興でした。それ

から住民啓発ということも含めたイメージの

プロジェクトで始まったということで、農村学

校モデルが全国展開で、つまり都市の学校も含

む地域まで適用されるときに、果たしてそれが

うまくいくかどうか。特に首都圏も含めた都市

部、あるいは中産階級が住む地域の学校にまで

適用できるかどうか。 
 例えば先ほどから再三、エルサルバドルの

EDUCO の話が出てきましたが、EDUCO も完

全に農村学校モデルで、1 つの成功した事例だ

と思います。それからコロンビアの エスクエ

ラヌエベも、農村地域の学校をモデルにした成

功事例だと思いますが、いずれも全国展開しよ

うということでかなり問題が出てきているの

も事実で、このモデルがどうなのかなというの

が 1 つの心配です。 
 もう 1 点は、まさに全国展開、つまり国の政

策になると、逆にいうと COGES を全ての学校

が設置しなければならないと、逆に設置義務が

出てくる可能性があります。つまり設置しない

自由があるのか、ないのかということです。参

加というのは、権利であるうちは非常に良いと

思いますが、参加が義務になってしまった時に

どんなことが起きるのか懸念されます。 
 話題が違いますが、例えば日本で今、裁判員

制度があり、まさに司法過程に住民が参加する

ことを義務づけていますが、これに対してはか

なりの反対論、抵抗論がある事も事実です。少

し極端な例ですが、日本で今、学校参加で何が

問題になっているかというと、有名なモンスタ

ーペアレンツが出てきて、参加という場を使い

ながら個別利益を非常に主張するような人た
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ちもいるわけです。 
 だから、参加というのは、場合によっては全

面的な善でなくて問題を生み出す可能性もあ

る概念だと思いますが、その辺をどのようにお

考えでしょうか。 
○モデレーター  ありがとうございます。 
 原さん、お願いします。 
○原  大変よい指摘だと思います。確かに都

市部において住民参加が下がるという傾向は

ありますが、全部都市部で住民参加が落ちるわ

けではなくて、要するにコミュニティがないと

ころが問題なのです。この問題は別に都市部に

限らず、都市部の周辺の新しくできた地域の学

校、要するに共同体がない地域の学校運営委員

会は、機能化に問題があるという例が多々あり

ました。この場合はケース・バイ・ケースで対

応するしかないということでしたが、対応する

力を行政官につけていく事は、1 つの解決する

方法論でした。ただ、ご指摘のとおりに、もし

都市部に住民参加制度があるとすれば、多少落

ちるということは確かです。それは恐らく、コ

ミュニティとしてのまとまりが少ないからだ

ろうと思います。 
 それから COGES についてですが、COGES
自体は設置されることが義務です。また PTA
も義務でした。義務ですが、それをどのように

住民参加につなげていくかがプロジェクトの 1
つの課題でした。そこで例えば先ほどお話しし

たような仕組みを作りました。表面的な参加で

はなく、本来の自分のニーズに沿った形で、自

分たちから住民参加の形を作った事で、ほぼ全

ての COGES での機能化が成功しました。ただ

し、正直に言いまして、全国普及モデルの成功

率は 8 割だと思います。 
 
○モデレーター  どうもありがとうござい

ました。 
 まだまだたくさん議論が尽きないこととは

思いますが、時間の制約で、ここで質問のセッ

ションは終了させていただきたいと思います。

簡単ではありますが、今のプレゼンテーション、

議論を踏まえて、今日どういうことが話された

かを、私から 2、3 分でまとめさせて頂きます。 
 まず最初に、3 つの質問を掲げさせて頂きま

したが、どのような環境条件下において参加が

促進され、さらに教育の質が向上するのかとい

う点については、2 つのケースから、まず住民

自身のオーナーシップとリーダーシップの重

要性が確認されました。また、そのためには住

民たちが自信をもつということが前提条件で

あるという話がありました。それからさまざま

なステークホルダー、行政、村人、子ども、あ

るいは学校関係者を巻き込んだ支援体制作り

というのが必須であるという点がありました。 
 他方、こういったプロジェクトにおいて、村

やスクールベースで実施しているプロジェク

トをスケールアップさせた時に、どういう問題

が発生するかというのもディスカッションに

挙がりました。例えばリカレントコスト、財源

をどのように持続可能に確保するのかといっ

た問題があります。それから、さまざまな民主

的な状況において本当に機能するのかという

ことです。やはり民主化という土台がある社会

において機能する可能性が高いのではないか

ということです。また、最後にご指摘がありま

したが、参加が義務になることにより弊害が起

きたりするのではないか。さまざまな社会的条

件、あるいは地理的条件のもとで本当に機能す

るのかについては、引き続き検証が必要ではな

いかという点が挙げられたと思います。 
 2 つ目の質問ですが、どのようなメカニズム

がスクールガバナンスへの参加における代表

性と公平性を保証できるのかということです。

お 2 人のプレゼンテーションの中で、やはり問

題や課題、あるいは方向性を共有する場づくり

をすること。これはボトムアップアプローチで

行うことが重要だと言われました。その際に透

明性が確保されること、そしてアカウンタビリ

ティが学校レベルと、それから行政レベルでも

確保されるということが重要だという視点が
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ありました。 
 最後にサイードさんから、こういった公平性

というのは価値判断を含みますから、社会にあ

る文化的価値観を変えるということにまで及

ぶということ。それについては、やはりプロジ

ェクトの期間内でできることは限られている

かもしれません。引き続き取り組み、あるいは

検証が必要であるということが話されたと思

います。 
 3 つ目の、より良いスクールガバナンスがつ

くられていくプロセスとは何かということで

すが、両方のプロジェクトで、まずは意識改革

に大変苦労されているということでした。それ

から参加をするとしても、ただ人を集めるので

はなくてキャパシティーが重要です。トレーニ

ングが、かなりの部分で必要になってくるとい

うことが挙がりました。 
 2 点目に、民主的なニーズの吸い上げ体制を

つくる事でした。これをお二方とも、民主的な

選挙によって達成されたということがありま

した。 
 3 つ目に、民主的な選挙を踏まえた上で問題

や課題やプロセス自体を、幅広いステークホル

ダーの間で共有する場を設けるということが、

プロセスの中で必要であるということも話さ

れたと思います。 
 4 点目に、学校運営であるとか教育政策へ住

民や子どものニーズを吸い上げて、さらに反映

させるような支援体制です。これは行政との連

携が不可欠であるという点、非常に包括的に行

わなければいけないという点が挙げられたと

思います。 
 そして最後に、ユスフさんからもご指摘があ

りましたが、政府の役割が重要である事です。

どうして重要なのかというと、やはり 2 点あり

ます。まずは弱い立場にある人たちを啓発する

事です。まず参加しなさいといっても、最初か

ら参加できるわけではないのです。次に、公平

性を担保するということは学校レベルでなく

て、政府が行政レベルでやらなければなりませ

ん。その中には財源の確保、インフラ整備、教

員の配置、言語政策の設定等、中央である程度

公平性を担保する役割を果たさなければ、スク

ールガバナンスというのが本当に公平性の確

保というものにつながらないのではないかと

いうご指摘があったと思います。 
 ということで簡単ですが、本日のお話は随分

発展性のあるテーマだと思いますので、引き続

きこのような場がどこかにあればいいと思い

ます。今日は本当にパネリストの皆さん、そし

て会場の皆さん、活発なご参加をどうもありが

とうございました。 
 以上をもちまして、第 2 部を終了させていた

だきます。 
○司会者  皆様、長い時間、本当にどうもあ

りがとうございました。 
 パネリストの成田由香子さん、原雅裕さん、

ユスフ・サイードさん、そしてモデレーターを

していただきました西村幹子先生に、皆様、い

ま一度、大きな拍手をお願いいたします。 
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５． 閉会挨拶 

教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）代表 片山信彦 
 
 それでは、本日のプログラムの最後となりました。閉会のあいさつを JNNE（教育協力 NGO ネ

ットワーク）代表、片山信彦様にお願いしたいと思います。片山代表、よろしくお願いいたしま

す。 
○片山 JNNE 代表  ご紹介を受けました JNNE、これは教育支援をやっている NGO のネットワ

ークですが、そこの代表をしております。所属しております NGO は、ワールド・ビジョン・ジャ

パンという NGO で働いています、片山と申します。 
 本日はお忙しいところ、本当に多くの皆さんにご参加いただきまして心から感謝を申し上げま

す。教育支援の実務をなさっている方、あるいは研究者の方、また学生の方と、今日、幅広いご

参加をいただくことができ、またこのような活発なご質問やご意見もうかがうことができて、大

変良いシンポジウムが開催できたのではないかと心から感謝を申し上げます。 
 この GMR の発表に合わせて、毎年、この時期にシンポジウムを開催させていただいています。

これは JNNE として教育支援、特に日本が世界に伝えていかなければいけないことだということ

を感じながら、このシンポジウムを開かせていただいていますが、これを可能にさせていますの

は JICA の皆様のご支援、また共催となってくださいました ACCU の皆様、関係者の方々のご協

力やご努力、そして一緒に実施しようという気持ちが、このシンポジウムを毎年可能にさせてい

ると心から感謝を申し上げます。是非これからも続けてこのシンポジウムを開きながら、EFA 達

成のためにできることを互いに話し合いながら、協力し合いながら進めて参りたいと思っていま

す。そういう意味で JICA の方々、ACCU の方々、特に今回はユスフさんに来ていただきまして、

来日につきましても心から感謝をしてお礼の言葉とさせていただきたいと思っています。本当に

ありがとうございました。 
 そして最後に一言だけ、JNNE から宣伝をさせていただきたいと思います。皆様のお手元に「学

校の先生方へ」というパンフレットが入っていると思います。「『読み書き（識字）』について考え

る授業をしてみませんか」というものです。毎年、JNNE としては春に EFA 達成を目指して、JNNE
も加盟していますグローバル・キャンペーン・フォー・エデュケーションという世界の教育支援

を行っている主に NGO、先生方のネットワークがございますが、一緒に 4 月にキャンペーンを行

っています。 
 今年は、ここに書いてありますように「『世界中の子どもに教育を』キャンペーン」ということ

で、４月 20 日から 26 日までですが、世界で一緒に授業をやりましょうというキャンペーンです。

授業の教材もお配りしますし、30 分ぐらいの授業ですが、一緒に途上国の教育について考える授

業です。これをぜひ皆様の関係している学校や、あるいは有志でも参加ができますのでお申し込

みいただきますと、教材や DVD をお送りしますので、それぞれで行っていただければ大変ありが

たいと思います。このような活動も JNNE で行っていますので、皆様関心があれば、本キャンペ

ーンだけではなくて NGO が行っている教育支援についてもう少し知りたいということがあれば、

お問い合わせをいただければと思います。またそのようなことも考えていただければとお願い申

し上げます。 
 宣伝をいたしましたが、本日、長い時間でしたが、一緒に教育支援、特にガバナンス、住民参
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加ということについて考えることができて感謝を申し上げます。 
 私個人としては、住民参加というのは実は NGO の専売特許であったのですが、もう最近は NGO
だけではなくて、むしろ JICA や、様々なところで当たり前になってきていることを嬉しく思いな

がら、本日一日、このシンポジウムに参加させていただきました。これからも皆さんと一緒に教

育支援を行っていきたいと思います。本日はご参加、どうもありがとうございました。感謝を申

し上げます。 
 
○司会者  片山代表、ありがとうございました。 
 それでは、以上をもちまして本日のプログラムはすべて終了いたしました。長時間にわたり熱

心にご参加いただきまして、本当にどうもありがとうございます。 
 私ども JICA では今後も教育開発分野での、このような公開シンポジウムを開催していきたいと

思っております。またのご来場をお待ちしております。                        

  ――了――
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１．当日のプログラム 

２．発表者略歴  
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JICA／JNNE主催 ACCU共催シンポジウム 

教育における格差とガバナンス 
～ EFAグローバルモニタリングレポート2009 ～ 

 
 
主  催： 独立行政法人国際協力機構（JICA）、教育協力 NGO ネットワーク（JNNE） 
共  催： 財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU） 

後  援： 外務省、文部科学省 
日  時： 3 月 14 日（土） 13:00 開場、13:30 開演～17:00 終了 
場  所： JICA 研究所 国際会議場 

 内  容： 
13:30－13:40 開会挨拶 

独立行政法人国際協力機構 人間開発部 部長 西脇英隆 
第１部 EFA の進捗 
13:40－14:40 基調講演「中間年におけるEFAの進捗と国際社会に求められること」 

Yusuf Sayed氏 元EFAグローバル・モニタリング・レポートチーム上級政策

分析官、グローバルモニタリングレポート2009の主要な原稿執筆者、 

サセックス大学上級講師、南アフリカ人間科学研究委員会上級特別研究員 

 
14:40－14:55 休 憩 
第２部 日本の EFA への取り組み 
14:55－16:55 パネルディスカッション 
   モデレーター 西村幹子氏 神戸大学大学院国際協力研究科准教授 
   事例発表 
         ニジェール「みんなの学校」プロジェクト 

    JICA 国際協力客員専門員 原雅裕氏 
インド「子どもにやさしい村」プロジェクト 
   特定非営利活動法人 ACE 国際協力事業担当 成田由香子氏 

            
【パネリスト（順不同・敬称略）】 

○ 特定非営利活動法人 ACE 国際協力事業担当 成田由香子氏 
○ JICA 国際協力客員専門員（教育） 原雅裕氏 

○ コメンテーター 元 EFA グローバル・モニタリング・レポートチーム上級 

政策分析官、サセックス大学上級講師 Yusuf Sayed 氏 

● モデレーター 神戸大学大学院准教授 西村幹子氏 
 
16:55－17:00 閉会挨拶 
         教育協力 NGO ネットワーク（JNNE）代表 片山信彦 
 

１．当日のプログラム
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講演者･パネリストの略歴（敬称略） 

 基調講演  

Yusuf Sayed（ユスフ・サイード） 

現職： サセックス大学上級講師、南アフリカ人間科学研究委員会上級特別研究員、 

元EFAグローバル・モニタリング・レポートチーム上級政策分析官、 

グローバルモニタリングレポート2009の主要な原稿執筆者 

英国サセックス大学国際教育センター及び南アフリカのウエスタンケープ大学比較教育学部において

EFA 達成のための政策立案と戦略実施に係る研究･教授･コンサルティングに携わった後、イギリス政府

国際開発省の教育チーム長及び上級教育アドバイザーを経て、2006 年よりユネスコの EFA グローバ

ル・モニタリング・レポートチームに参加。南アフリカ、ガーナ、スリランカ、インド、レソト、ウガンダをはじ

めとする多くの国で教育政策開発に貢献した。サイード氏はこれまでにインクルーシブ教育、教育行

政と国家の役割、教育における公平性と財政、教育の質と教員教育について多数の著書を編集・

執筆。現在は、公平性、権利、社会的正義の観点から、教育における学費負担の影響と公教育の

質に焦点を置いて研究を行っている。 

 

 パネルディスカッション  

モデレーター：西村 幹子（にしむら みきこ） 

現職：神戸大学大学院国際協力研究科准教授  

サセックス大学開発学研究所修士課程修了(M.Phil)、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ博士課程修

了(Ed.D.)。専門は教育社会学、教育経済学、国際教育開発論。アクションエイド英国本部教育ユニットリ

サーチインターン、国際協力機構ジュニア専門員、グローバルリンクマネージメント株式会社研究員、神

戸大学大学院国際協力研究科助教授を経て、現職。研究関心は教育政策や改革、教育行財政制度に

おける公平性、アフリカにおける EFA 政策の効果、学校選択制やノンフォーマル教育等の政策の評価に

関心を持っている。 

 

発表者：  

成田 由香子（なりた ゆかこ） 

現職：特定非営利活動法人 ACE 国際協力事業担当 

インド、タタ社会科学研究所ソーシャルワーク修士課程修了。ＵＩゼンセン同盟国際局員、在印日本大使

館草の根無償資金協力委嘱員を経て現職。主にインドにおける児童労働対策プロジェクトを担当し、「子

どもにやさしい村」プロジェクトの実施監理と、コットン生産地における児童労働の現状と取り組みについ

て調査を行っている。 

 

原 雅裕（はら まさひろ） 

現職：JICA 国際協力客員専門員（教育） 
在ジュネーブ国連機関日本政府代表部勤務、在ザイール日本大使館専門調査員、民間会社経営など

を経て、JICA 広域企画調査員として象牙海岸、トーゴ、ベナン、ブルキナファソ、ニジェールの教育分野

セクター調査を実施し、各国の教育分野基礎資料を作成する。2003 年から「JICA ニジェール国住民参

画型学校運営改善計画」チーフアドバイザー。2007 年から現職。専門分野は途上国の教育分野におけ

る学校運営/地方分権化。 

２．発表者略歴
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Tokyo, 14 March 2009

Yusuf Sayed
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Overcoming inequality: 
why governance matters E
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Key messages

�There has been strong progress towards 
many EFA goals, but…

�Key targets for 2015 will be missed –
and time is running out

�Governments are failing to tackle 
inequality, as are current approaches to 
governance reform

�Aid to education is stagnating and 
donors are not meeting their 
commitments
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Monitoring EFA 
�Measuring overall progress: 

The Education Development Index
� Measures overall progress in four EFA goals 

(data for 129 countries in 2006)

56
countries 
achieved 
or close

44
countries 
midway

29
countries 
furthest

EFA
by 

2015
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Monitoring EFA
� Steady but uneven progress in early childhood education 

and care (ECCE) and universal primary education (UPE)

� Fewer children out-of-school in 2006 than in 2000 
� Ethiopia and Tanzania have each reduced their numbers of 

out-of-school children by 3 million since Dakar. Nepal and 
Bangladesh have increased enrolment of girls and the 
disadvantaged.

� But:
• Under 5 malnutrition affects 1 child in 3 

• Still 75 million children out-of-school worldwide

• Little to no progress in adult literacy – still 776 million adult 
illiterates worldwide

• Many countries still to reach gender parity in primary and 
secondary education

• Education quality & teacher numbers and motivation not 
being sufficiently tackled 
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Millions of children

2006 2015 2015

� at least 29 million
children out of 
school in 2015

� Partial projections 
in 134 countries 
(which represent 
two-thirds of out-of-
school children in 
2006) 

�Nigeria and 
Pakistan together 
represent about 
one-third of the out-
of-school population

��������������
2006

� 75 million
children out of 
school in 2006

� nearly half of 
these in sub-
Saharan Africa 
alone 

� 55% girls - who 
are more likely 
never to have 
been in school 
than boys
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EFA & the MDGs

�Education for some – global and 
national inequalities persist

� The global divide: between the world’s 
richest and poorest nations 

� The wealth gap: within countries, children 
from the richest households up to 5 times 
more likely to be enrolled than those from 
the poorest

� The quality divide: many children leave 
school lacking basic literacy and numeracy 
skills

A-1 A-2

A-3 A-4

A-5 A-6

３．基調講演プレゼンテーション資料

－47－



E
d
u
ca

ti
on

 f
or

 A
ll 

G
lo

b
al

 M
on

it
or

in
g
 R

e
p
or

t 
2
0
0
9

7

Governance for equity
�Governance reform in education
� Education governance = the formal and 

informal processes through which policies are 
formulated, priorities identified, resources 
allocated, and reforms implemented and 
monitored

Bad education 
governance is seen in:
� overcrowded, 
underfinanced schools
� absent teachers
� unaccountable to families
� high levels of inequality
� low levels of learning

Good governance aims 
for:

� Transparency
� Accountability
� Equal opportunity for all 

citizens
� Enhancing the voice and 

participation of citizens E
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Governance for equity

�The governance reform agenda:

� Decentralize to sub-national bodies

� Devolve authority and decision-
making to schools and parents

� Expand choice and competition

� Flexible recruitment and financial 
incentives for teachers
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Governance for equity
� Governance reform: Decentralize and devolve

� Nigeria – federal resources redistributed unequally

� Viet Nam & South Africa – central government 
redistributing to poorer regions

Financial 
decentral-

ization

School-based 
management

� El Salvador - EDUCO schools improving learning 
achievement, but …

� Honduras results are unchanged

Financial decentralization comes with threats to equity
Lesson: governments should retain a strong role in 
leveling the playing field

Devolution to schools can perpetuate inequality and over-
burden local providers

Lesson: governments need to create an enabling 
environment to strengthen ‘voice’ and build capacity

E
d
u
ca

ti
on

 f
or

 A
ll 

G
lo

b
al

 M
on

it
or

in
g
 R

e
p
or

t 
2
0
0
9

10

� Governance reform: Expand choice and competition

School choice 
and 

competition

Low-fee 
private 
schools

� United States & Chile – increased parental choice, 
but questionable impacts on learning achievement 
and disparities

� Sweden – expanded choice & private provision, but 
not exportable 

� Pakistan - are a response to demand, increasing 
choice for some – but a symptom of state failure 
and widening inequalities

Governance for equity

Choice and competition is not a panacea for state failure, 
or a prescription for equity

Lesson: if public sector provision is broken, the governance 
challenge is to fix it
Lesson: avoid blueprints – and don’t export them
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Governance for equity

� Governance reform: Flexible recruitment and 
financial incentives for teachers

Recognize the limits to contract teacher recruitment and 
performance-related pay, and potential consequences for 
equity
Lesson: Improve systems for teacher recruitment and 
deployment to redress imbalances, and design incentives to 
address the root causes of poor motivation

Contract 
teachers

� West Africa & India – contract teachers can 
address teacher shortages and allocate teachers 
to where they are most needed, but inconclusive 
evidence on effects on quality and sustainability

� Chile/Mexico/Kenya – perverse incentives of 
performance-related pay with potentially 
adverse consequences for equity

Performan
ce-related 

pay
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Governance for equity
� Overcoming inequality: Integrating education in 

poverty reduction strategies

� Weak linkage to the EFA agenda

� Limited consideration of equity in target-setting

� Insufficient link between education and broader 
governance reform

� Poor integration of cross-sectoral policies and strategies

� Lessons from successful integrated social protection 
programmes in Latin America:  eg of Mexico’s 
Oportunidades for New York 

Failure to join education with poverty-reduction strategies
Lesson: integrate education with wider strategies for overcoming 

poverty and inequality

A-7 A-8

A-9 A-10

A-11 A-12
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Governance for equity - Conclusions

� Unless governments act to reduce disparities 
through effective policy reforms, the EFA 
promise will be broken

� Good governance could help strengthen 
accountability, enhance participation and 
break down inequalities in education

� Current governance reforms pay insufficient 
attention to equity, often with adverse 
outcomes in practice

� Integrating education and broader poverty 
reduction reforms deserves more attention to 
address education inequities
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Aid & aid governance
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�Donors are failing to deliver on their 
Dakar commitments
� Aid commitments: global shortfalls and education deficits

� Donors falling short of 2010 commitments: meeting these 
requires additional US$30 billion

� In 2006: aid to basic education US$5.1bn (same as 2004)

� Aid to basic education in low income countries: US$3.8bn but 
US$11bn needed annually to meet EFA goals 

� Fast Track 
Initiative under 
threat:
� Potential

financing gap of 
US$2.2bn by 
2010
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Aid & aid governance
�Equity matters
� Donors vary in their commitments to basic education in 

low-income countries

0 500 1000 1500 2000
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United States

European Commission

International Development
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Netherlands

Constant 2006 US$ millions

Total aid to education
Total aid to education going to basic education in low-income countries

� Some countries such as 
the Netherlands and UK 
allocate over 60% of 
aid to basic education 
in low income countries

� …France, Japan and 
Germany allocate only
a small fraction
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Aid & aid governance
�Japan’s aid to education:

� Total Japanese aid well below the 0.7% of GNI target

� Major donor to education

� But relatively low priority to basic education
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Aid & aid governance
�The Paris agenda: a mixed record

� Improving aid governance: Paris Declaration on Aid 
Effectiveness (2005). Until now, progress is variable:
� Shift from projects to programmes

– Increase from 33% to 54% in 2005-2006
� National ownership

– Conditions vary (India v Mozambique)
� Aligning aid to national priorities & improve predictability

– Some positive examples, but some donors unwilling to work 
through national structures 

» e.g. Despite Mongolia’s strong financial management 
system, only 17% of aid is managed through it

� Improving donor coordination to reduce inefficiency
– Progress in some countries (Ethiopia– over half of missions 

were joint in 2007), but…
– In 2007, Niger hosted 600 donor missions – less than 100 

were joint
– In 2005, 18 countries had to deal with 12 donors for basic 

education alone

E
d
u
ca

ti
on

 f
or

 A
ll 

G
lo

b
al

 M
on

it
or

in
g
 R

e
p
or

t 
2
0
0
9

18

Conclusions

�Policy recommendations:

� Get serious about equity – and set targets 
for reducing disparities

� Strengthen links between education 
planning and poverty-reduction strategies

� Back EFA targets with equitable financing

� Commit to quality education

� Recognize the limits to choice and 
competition

� Deliver on aid commitments (now)

A-13 A-14

A-15 A-16

A-17 A-18
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